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６ 遠方監視制御装置点検業務 

 

１ 目的 

宇治浄水場、木津浄水場及び乙訓浄水場の遠方監視制御装置を点検整備することによっ

て、その機能と信頼性を確保する。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検内容） 

 本業務の点検内容は、以下のとおりとする。 

なお、一覧表は点検概要を示すものであり、受注者は本業務の目的を達成するため必要

な業務について、監督職員と協議の上、実施すること。また、本装置の性能を維持するた

めの軽微な部品やメモリー電池及びフィルター類などの取替え及び、清掃等に要する費用

は受注者の負担とする。 

（１）電源電圧確認 

   ・電圧測定 

   ・その他（リップル電圧測定等必要に応じて実施） 

 （２）信号レベル確認 

   ・各部レベル測定 

   ・その他（ＦＳ復調器出力波形測定等必要に応じて実施） 

 （３）テレメータ校正 

   ・アナログ入力器精度測定・調整 

   ・アナログ出力器精度測定・調整 

 （４）対向試験 

   ・表示項目動作試験 

   ・計測項目動作試験 

   ・制御項目動作試験 

   ・その他（通話機能確認等必要に応じて実施） 

 （５）機能確認 

   ・動作確認 

   ・警報動作の確認 

   ・目視点検及び清掃 

 （６）その他 

 ・各盤外面及び内部清掃 

 

（点検対象） 

本業務の点検対象機器は、次に示す箇所に設置されている遠方監視制御装置（各１対向）

とする。 
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（１）宇治浄水場系（令和７年度、令和９年度点検実施） 

 （ア）宇治浄水場～導水ポンプ所 （宇治市宇治塔川） 

 （イ）宇治浄水場～宇治市第２分水施設 （宇治市伊勢田町中遊田） 

 （ウ）宇治浄水場～久御山町第１分水施設 （久御山町佐古） 

 （エ）宇治浄水場～久御山町第２分水施設 （久御山町市田北浦） 

 （オ）宇治浄水場～八幡第１分水施設 （八幡市下奈良名越） 

 （カ）宇治浄水場～宇治幹線調整施設 （宇治市伊勢田町北山） 

 （キ）宇治浄水場～城陽分水施設 （城陽市平川広田） 

 （ク）宇治浄水場～取水口施設 （宇治市槇島町六石山） 

 （ケ）宇治浄水場～導水緊急遮断弁室 （宇治市宇治金井戸） 

 

（２）木津浄水場系（令和８年度点検実施） 

 （コ）木津浄水場～薪中継ポンプ場（京田辺市薪西浜） 

 （サ）木津浄水場～木津川市第１分水施設（木津川市吐師上柏谷） 

 （シ）木津浄水場～木津川市第２分水施設（木津川市木津馬場南） 

 （ス）木津浄水場～精華町第１分水施設（相楽郡精華町祝園門田） 

 （セ）木津浄水場～精華町第２分水施設（相楽郡精華町精華台） 

 （ソ）木津浄水場～京田辺市第１分水施設（京田辺市宮津鳥羽田） 

 （タ）木津浄水場～京田辺市第２分水施設（京田辺市薪桑ノ木） 

 （チ）木津浄水場～八幡市第２分水施設（八幡市美濃山狐谷） 

 

（３）乙訓浄水場系 

（（ツ）～（ト）：令和８年度、（ナ）～（ネ）：令和７年度及び令和９年度点検実施） 

 （ツ）乙訓浄水場～向日市第１分水施設（向日市物集女町長野） 

 （テ）乙訓浄水場～長岡京市第１分水施設（長岡京市開田） 

 （ト）乙訓浄水場～大山崎町第１分水施設（乙訓郡大山崎町円明寺夏目） 

 （ナ）乙訓浄水場～向日市第２分水施設（向日市上植野町） 

 （ニ）乙訓浄水場～長岡京市第２分水施設（長岡京市天神） 

 （ヌ）乙訓浄水場～大山崎町第２分水施設（乙訓郡大山崎町円明寺仏生田） 

 （ネ）乙訓浄水場～取水口（京都市西京区嵐山） 

  

３ 電子納品の実施 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対

象業務委託であり、成果品の納品を国土交通省土木設計業務等の電子納品要領等、京都

府電子納品実施マニュアル(案)（令和４年３月）及び京都府電子納品ガイドライン(案)

（令和４年３月）に基づき実施しなければならない。 

 

４ 結果報告 

 受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書 を作成し、監督職員に提出するこ

と。 

  また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

５ 疑義 

  本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着

手において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料６】  

点 検 内 容 一 覧 表 
 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
  
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
宇治第２
分水点 
 
親局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日新電機(株)製造設置 平成２８年
３月 
型式 ＮＤＥ－０５１５－ＨＩＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２，４００ｂｐｓ 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子ビ

スの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の状

態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表示

回線） 
 
  
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
宇治第２
分水点 
 
子局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日新電機(株)製造設置 平成２８年
３月 
型式 ＮＤＥ－０５１６－ＨＩＢ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２，４００ｂｐｓ 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子ビ

スの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の状

態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表示

回線） 
 
  
３
  
 
 
 
 
 

 
宇治第２
分水点 
 
機能確認 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
＜計測項目＞ 
①瞬時流量及び流量制御（０～３００

m3/h） 
 入力値(0-50-100%）に対する出力値

指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
②弁開度（０～１００％） 
 入力値(0-50-100%）に対する出力値

、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

③受水池水位（０～６．００ｍ） 
入力値(0-50-100%）に対する出力 
値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

④残留塩素（０～１．００mg/L） 
入力値(0-50-100%）に対する出力 
値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

⑤送水圧力（０～１．５０MPa） 
 入力値(0-50-100%）に対する出力値

、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 
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【資料６】  

点 検 内 容 一 覧 表  

番
号 

機器名 点 検 対 象 機 器 仕 様 点 検 内 容 

 
  
３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
宇治第２
分水点 
 
機能確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥濁度・色度(０～１０．００度) 
 入力値(0-50-100%）に対する出力値

、指示計値及びＣＲＴ表示値 
⑦流量積算（伝送値にて確認する） 
 
＜監視項目＞ 
 下記監視項目について、表示、メッ
セージ印字、ＣＲＴアラームサマリ、
故障ブザーを確認する。 
①流量調節弁 中央、現場、自動、手

動、全開、全閉、開動作中、閉動作
中、停止、開指令、閉指令、停止指
令 
設定値書込、故障 

②床排水ポンプ故障 
③床排水ピット水位異常 
④残塩計故障 
⑤２００Ｖ停電 
⑥１００Ｖ停電 
⑦ＵＰＳ異常 
⑧テレメータ故障 
⑨調節計故障 
⑩制御電源断 
⑪受水弁 全開、全閉、閉中 
 

 
４ 

 
久御山第
１分水点 
 
 
親局装置 
 

 
日新電機（株）製造 平成２２年
３月設置 
型式 ＮＤＥ－３００－ＨＮＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式 
伝送速度 ２００ﾋﾞｯﾄ／秒 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子ビ

スの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の状

態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ入力） 
②内部電源電圧(＋２４Ｖ，＋１２Ｖ

，－１２Ｖ，＋５Ｖ） 
③線路伝送レベル（送信、受信） 
④周波数測定（制御回線、表示回線） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表示

回線） 
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点 検 内 容 一 覧 表  

 

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
  
５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
久御山第１
分水点 
 
子局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日新電機（株）製造  
型式 ＮＤＥ－３０１－ＨＮＢ  
対向方式 １：１方式 
伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式 
伝送速度 ２００ﾋﾞｯﾄ／秒 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子ビ

スの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の状

態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ入力） 
②内部電源電圧(＋２４Ｖ，＋１２Ｖ

，－１２Ｖ，＋５Ｖ） 
③線路伝送レベル（送信、受信） 

 
  
６ 
 
 
 
 
 
 
 

 
久御山第１
分水点 
 
機能確認 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜計測項目＞ 
①瞬時流量及び流量制御（０～６００

ｍ３／ｈ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
②弁開度（０～１００％） 
    入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
③受水池水位（０～５．０ｍ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
④残留塩素（０～１．０ｐｐｍ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
⑤送水圧力（０～１．５０MPｓ） 
  入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
⑥濁度・色度（０～１０．０度） 
  入力値(0-50-100%）に対する出力

値、指示計値及びＣＲＴ表示値 
⑦流量積算（伝送値にて確認する） 
 
＜監視項目＞   
 下記監視項目について、表示、メッ
セ－ジ印字、ＣＲＴ アラ－ムサマリ
、故障ブザ－を確認する。 
①回線断 
②制御渋滞 
③流量調節弁 中央、自動（表示用）

、故障、全開、全閉、開動作中、閉
動作中、自動（制御用）、手動、開
指令、閉指令、停止指令、設定書込 

④床排水ポンプ 故障、水位異常、運
 転 
⑤２００V停電 
⑥１００V停電 
⑦ＵＰＳ異常 
⑧制御異常 
⑨侵入 
⑩指示調節計故障 
⑪残塩計故障 
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点 検 内 容 一 覧 表  

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
  
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
久御山第２
分水点 
 
親局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日新電機(株)製造 設置 平成２８
年３月 
型式 ＮＤＥ－０５１７－ＨＩＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２，４００ｂｐｓ 
電  源 ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤周波数測定(制御回線、表示回線) 

 
  
８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
久御山第２
分水点 
 
子局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日新電機(株)製造  設置 平成２
８年３月 
型式 ＮＤＥ－０５１８－ＨＩＢ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２，４００ｂｐｓ 
電  源 ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤周波数測定(制御回線、表示回線) 
 

 
  
９ 
 
 
 
 

 
久御山第２
分水点 
 
機能確認 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
＜計測項目＞ 
①流調弁開度（０～１００％） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

②送水流量(０～２００ｍ３／ｈ) 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
③流量設定値アンサ－（０～２００

ｍ３／ｈ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

④受水池水位（０～５．０ｍ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
⑤流量積算（伝送値にて確認する） 
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点 検 内 容 一 覧 表  

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
  
９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
久御山第２
分水点 
 
機能確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜監視項目＞ 
①流量調節弁 中央、現場、自動、

手動、全開、全閉、 
 開動作中、閉動作中、停止、開指

令、閉指令、停止指令 
 設定値書込、故障 
②床排水ポンプ 故障 
③床排水ピット 水位異常 
④残塩計故障 
⑤２００Ｖ停電 
⑥１００Ｖ停電 
⑦ＵＰＳ異常 
⑧テレメータ故障 
⑨流量計・調節計故障 
 

 
10 

 
八幡第１分
水点 
 
親局装置 
 
 
 
 

 
日新電機（株）製造  平成２２年
３月設置 
型式 ＮＤＥ－２９６－ＨＮＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式  
伝送速度 ２００ﾋﾞｯﾄ／秒 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧(ＡＣ１００Ｖ入力) 
②内部電源電圧(＋２４Ｖ，＋１２

Ｖ，－１２Ｖ，＋５Ｖ） 
③線路伝送レベル（送信、受信） 
④周波数測定(制御回線、表示回線) 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表

示回線） 

 
11 

 
八幡第１分
水点 
 
子局装置 
 

 
日新電機（株）製造  平成２２年
３月設置 
型式 ＮＤＥ－２９７－ＨＮB  
対向方式 １：１方式 
伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式  
伝送速度 ２００ﾋﾞｯﾄ／秒 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧(ＡＣ１００Ｖ入力) 
②内部電源電圧(＋２４Ｖ，＋１２

Ｖ，－１２Ｖ，＋５Ｖ） 
③線路伝送レベル（送信、受信） 

 

 

  



別紙６ 
 

 - 93 -

点 検 内 容 一 覧 表  

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
  
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
八幡第１分
水点 
 
機能確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜計測項目＞ 
①瞬時流量及び流量制御（０～１１
００ｍ３／ｈ） 

    入力値(0-50-100%）に対する出
力値、指示計値 

  及びＣＲＴ表示値 
②残留塩素（０～１．０ｐｐｍ） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
③送水圧力（０～１MPa） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
④弁開度（０～１００％） 
    入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
⑤濁度、色度（０．００～１０．０
０度％） 

    入力値(0-50-100%）に対する出
力値、指示計値 

  及びＣＲＴ表示値 
⑥流量積算(伝送値にて確認する。) 
 
＜監視項目＞   
 下記監視項目について、表示、メ
ッセ－ジ印字、ＣＲＴ アラ－ムサ
マリ、故障ブザ－を確認する。 
①回線断  
②制御渋滞 
③宇治系電動弁 故障、全閉、全開

、開指令、閉指令、停止指令 
④木津系電動弁 故障、全閉、全開

、開指令、閉指令、停止指令 
⑤流量調節弁 中央、自動(表示用

）、故障、全閉、全開、自動（制
御用）、手動、開指令、閉指令、
停止指令、設定書込  

⑥床排水ポンプ 故障、水位異常、
運転 

⑦八幡第１分水 送水圧力異常 
⑧２００Ｖ 停電 
⑨１００Ｖ 停電 
⑩ＵＰＳ 異常 
⑪制御 異常 
⑫侵入 
⑬指示調節計 故障 
⑭残塩計 故障 
⑮受水弁 故障、全閉、全開 
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13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
導水ポンプ
所 
  親局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
型式 ＮＤＥ－４５０－ＶＨＡ 
電圧 ＡＣ１００Ｖ 
１９９３年 日新電機㈱製造 
対向方式（表示、制御）１：１対
向  
情報伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸ
伝送方式 
伝送速度（表示、制御）１２００b
it/sec    
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）プリント板の挿入不良、プリ

ント板端子の汚れ 
（４）配線、ハンダ付け状態 
（５）選択スイッチの操作状態 
（６）表示灯の点灯状態 
（７）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
（１）電源電圧測定 
   ①入力電圧（ＡＣ１００Ｖ） 
    ②出力電圧  
   PS－1(DC5V)、PS－2(DC5V)、

PS－3(DC12V),PS－4(DC-12V) 
      PS－5(DC24V)、PS－6(DC24V)
（２）レベル測定 

①制御 
   ＳＥＮＤレベル：ＡＶ１(dB)

、基板(dBm)、端子台(dBm) 
      ライン損失(dBm) 
      ＲＥＣレベル：ＡＶ２(dB)、

基板(dBm)、端子台(dBm) 
      ＬＩＭ ＩＮ(dBm) 

②表示 
   ＳＥＮＤレベル：ＡＶ１(dB)

、基板(dBm)、端子台(dBm) 
      ライン損失(dBm) 
      ＲＥＣレベル：ＡＶ２(dB)、

基板(dBm)、端子台(dBm) 
      ＬＩＭ ＩＮ(dBm) 
（３）回線断検出レベル 
    ①制御：検出(dB)、復帰(dB)  

②表示：検出(dB),復帰(dB) 
（４）周波数測定 
  ①制御回線：中心周波数、 

マーク（1300Hz） 
        スペ－ス(2100Hz) 
    ②表示回線：中心周波数、 

マーク（1300Hz） 
        スペ－ス(2100Hz) 
（５）レベルマ－ジン試験 
      ブロック内の６ｄＢ低下スイ

ッチを操作し、回線断、制御
／表示渋滞が発生しないこと
を確認する。 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
導水ポンプ
所 
 子局装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
型式 ＮＤＥ－４５１－ＶＨＢ 
電圧 ＡＣ１００Ｖ 
１９９３年 日新電機㈱製造 
対向方式（表示、制御）１：１対
向  
情報伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸ
伝送方式 
伝送速度（表示、制御）１２００b
it/sec 
 
 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）プリント板の挿入不良、プリ

ント板端子の汚れ 
（４）配線、ハンダ付け状態 
（５）選択スイッチの操作状態 
（６）表示灯の点灯状態 
（７）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
（１）電源電圧測定 
   ①入力電圧（ＡＣ１００Ｖ） 
    ②出力電圧  
   PS－1(DC5V)、PS－2(DC5V)、

PS－3(DC12V),PS－4(DC-12V)
PS－5(DC24V)、PS－6(DC24V) 

 
15 

 
導水ポンプ
所 
 
機能確認 
 
 

 
 
 
※ 機能確認を行わない 
∴ 電源・伝送レベル・伝送周波数の測

定及び清掃・目視検査は実施する。 
 
 

 
（１）機能試験 
 ①ポジション選択確認（全ポジシ
ョン） 
 ②状態表示確認 
 ③装置異常検出 
＜試験項目＞ 
・（表示試験） 
 低圧地絡（５１Ｇ）発生、火災発
生、排水ポンプ故障発生、非常用ポ
ンプ故障発生、排水ピット高水位発
生、ＮＦＢトリップ発生、扉開発生
、制御回線断、制御渋滞発生、受電
電力量、シーケンサ故障発生、イン
ターフェース電源断発生、表示回線
断、表示渋滞、電源異常 

 
16 

 
宇治幹線調
整施設 
親局装置 

 
型式 ＴＬ５００－ＢＳ１Ｓ－０１ 
横河電機(株)製造 平成２４年３
月設置 
対向方式（表示、制御）１：１方
式 
情報伝送方式  全二重同期通信方
式V.22bis準拠 
伝送速度  ２４００bit/sec 
電圧 ＡＣ１００Ｖ 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
（１）商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ

入力） 
（２）線路伝送レベル(送信、受信) 
（３）周波数測定（制御回線、表示

回線 
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17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
宇治幹線調
整施設 
子局装置 

 
型式 ＴＬ５００－ＢＳ１Ｓ－０１ 
横河電機(株)製造 平成２４年３
月設置 
対向方式（表示、制御）１：１方
式 
情報伝送方式 全二重同期通信方式 
             V.22bis準拠 
伝送速度  ２４００bit/sec 
電圧 ＡＣ１００Ｖ 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
（１）商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ

入力） 
（２）線路伝送レベル(送信、受信) 
（３）周波数測定（制御回線、表示

回線） 

 
18 

 
宇治幹線調
整施設 
 
機能確認 
 
 
 

 ＜機能確認＞ 
（１）テレメ－タ較正試験 
 各々の測定項目において、０，Ｈ

ＡＬＦ、ＭＡＸの３点について確
認する。 

 測定項目 
  ①送水圧力１ 
  ②送水圧力２ 

③送水流量 
④流量調節弁開度 

  ⑤流量調節弁開度設定アンサ 
  ⑥流量調節弁開度設定 
  ⑦送水流量制御正方向設定アンサ 
  ⑧送水流量制御逆方向設定アンサ 
  ⑨送水圧力制御正方向設定アンサ 
  ⑩送水圧力制御逆方向設定アンサ 
  ⑪送水流量制御正方向設定 
  ⑫送水流量制御逆方向設定 
  ⑬送水圧力制御正方向設定 
  ⑭送水圧力制御逆方向設定 
 
（２）機能試験 
 ①状態表示確認 
 ②装置異常検出 
 ③実負荷比較試験 
 
＜点検項目＞ 
・（表示試験） 
 流量調節弁（遠方、現場、自動、

手動、開、閉、停止、 全開、
全閉、電気故障、機械故障、過
負荷、地絡、開過 トルク、閉
過トルク、操作モード、開度モ
ード、宇治送 水時設定値自動
増減、流量制御設定値書込、圧
力制御設 定値書込） 

 送水流量（正流、逆流、流量一定
制御） 

 宇治幹線送水圧力（正流、逆流、
圧力一定制御） 

 久御山ポンプ場宇治送水制御中 
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18 

 
宇治幹線調
整施設 
 
機能確認 
 
 
 

  ２００Ｖ停電、１００Ｖ停電、Ｕ
ＰＳ異常、床排水ポンプ故障、床
排水ピット水位異常、電磁流量計
異常、制御 電源異常、流量調節
計異常、圧力調節計異常、侵入警
報、テレメータ故障 

 
＜積算項目＞ 
 下記積算項目の表示を確認する。 
①送水流量正方向積算 
  １００×１、×２、×４、×８ 
  １０１×１、×２、×４、×８ 
 １０２×１、×２、×４、×８ 
 １０３×１、×２、×４、×８ 
 １０４×１、×２、×４、×８ 
 １０５×１、×２、×４、×８ 
 BSY 
②送水流量逆方向積算 
  １００×１、×２、×４、×８ 
  １０１×１、×２、×４、×８ 
 １０２×１、×２、×４、×８ 
 １０３×１、×２、×４、×８ 
 １０４×１、×２、×４、×８ 
 １０５×１、×２、×４、×８ 
 BSY 
＜較正試験＞ 
  ①送水圧力１ 
  ②送水圧力２ 
  ③送水流量 
  ④流量調節弁開度 
  ⑤流量調節弁開度設定アンサ 
  ⑥流量調節弁開度設定 
  ⑦送水流量制御正方向設定アンサ 
  ⑧送水流量制御逆方向設定アンサ 
  ⑨送水圧力制御正方向設定アンサ 
  ⑩送水圧力制御逆方向設定アンサ 
  ⑪送水流量制御正方向設定 
  ⑫送水流量制御逆方向設定 
  ⑬送水圧力制御正方向設定 

⑭送水圧力制御逆方向設定 
 

 
19 

 
取水口 
  親局装置 
 
 

 
日新電機（株）製造 平成２８年
度設置 
型式 ＮＤＥ－０４５０－ＨＮＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式  ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 １２００ビット/秒 
電源    ＡＣ１００Ｖ 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤ 回線断検出レベル（制御回線、表

示回線） 
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20 

 
取水口 
  子局装置 

 
日新電機（株）製造 平成２８年
度設置 
型式 ＮＤＥ－０４５１－ＨＮＢ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度  １２００ビット/秒 
電源      ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表

示回線） 
 
21 

 
取水口 
  機能確認 
 
 

  
＜計測項目＞ 
①濁度（０～５００ppm） 
  入力値(0-50-100%）に対する出 

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
②ＰＨ（４．０～１０．０ＰＨ） 
  入力値(0-50-100%）に対する出 

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
③水温（０～５０．０℃） 
  入力値(0-50-100%）に対する出 

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
④ダム水位(５８.０～８０.０ｍ) 
  入力値(0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
⑤Ａ門扉開度（０～１．３０ｍ） 
  入力値(0-50-100%）に対する出 

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 
⑥Ｂ門扉開度（０～１．３ｍ度） 
  入力値(0-50-100%）に対する出 

力値、指示計値 
  及びＣＲＴ表示値 

 
22 

 
 城陽分水
点 
  親局装置 
 
 

 
日新電機（株）製造 平成２２年
度設置 
型式  ＮＤＥ－２９８－ＨＮＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式  時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式 
伝送速度  ２００ビット/秒 
電源   ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ） 
②内部電源電圧（＋２４Ｖ、＋１２

Ｖ、－１２Ｖ、－５Ｖ） 
③線路伝送レベル 
④周波数測定(制御回線、表示回線) 
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点 検 内 容 一 覧 表  

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
23 

 
城陽分水点 
  子局装置 

 
日新電機（株）製造 平成２２年
度設置 
型式     ＮＤＥ－２９９－ＨＮＢ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 時分割多重ｻｲｸﾘｯｸﾃﾞｼﾞﾀ
ﾙ伝送方式 
伝送速度 ２００ビット/秒 
電源      ＡＣ１００Ｖ 
 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①商用電源電圧（ＡＣ１００Ｖ） 
②内部電源電圧（＋２４Ｖ、＋１２

Ｖ、－１２Ｖ、－５Ｖ） 
③線路伝送レベル 
④周波数測定(制御回線、表示回線) 

 
24 

 
城陽分水点 
  機能確認 
 
 

  
＜計測項目＞ 
①瞬時流量及び流量制御（０～８０

０ｍ３／ｈ） 
  入力値（0-50-100%）に対する

出力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

②弁開度（０～１００％） 
  入力値（1,2,3,4,5V）に対する

出力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

③残留塩素（０～１．０ｐｐｍ） 
  入力値（0-50-100%）に対する

出力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

④流量積算（伝送値にて確認する） 
 
＜監視項目＞ 
 次の監視項目について、表示、メ
ッセージ印字、ＣＲＴ アラームサ
マリ、故障ブザーを確認する。 
①回線断 
②制御渋滞 
③流量調節弁 
 中央、自動（表示用）、故障、全

閉、全開、閉動作中、 開動作中
、自動（制御用）、手動、開指令
、閉指令 

 停止指令、設定書込 
④床排水ポンプ 
 故障、水位異常、運転 
⑤２００Ｖ停電 
⑥１００Ｖ停電 
⑦ＵＰＳ異常 
⑧制御異常 
⑨侵入 
⑩指示調節計故障 
⑪残塩計故障 
⑫受水弁 
 全閉、全開、閉動作中 
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点 検 内 容 一 覧 表  

 
番
号 

 
機器名 

 
点 検 対 象 機 器 仕 様 

 
点 検 内 容 

 
25 

 
導水緊急遮
断弁室 
 親局装置 

 
日新電機（株）製造 平成２８年
度設置 
型式 ＮＤＥ－０４５２－ＨＩＡ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２４００ビット/秒 
電源      ＡＣ１００Ｖ 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表

示回線） 
 
26 

 
導水緊急遮
断弁室 
 子局装置 

 
日新電機（株）製造 平成２８年
度設置 
型式   ＮＤＥ－０４５３－ＨＩＢ 
対向方式 １：１方式 
伝送方式 ＨＤＬＣ方式 
伝送速度 ２４００ビット/秒 
電源      ＡＣ１００Ｖ 
 
 

 
＜目視点検＞ 
（１）継電器接点箇所の点検 
（２）コネクタ－の挿入不良、端子

ビスの緩み 
（３）配線、ハンダ付け状態 
（４）選択スイッチの操作状態 
（５）表示灯の点灯状態 
（６）操作盤面の汚れ、内部の埃の

状態及び清掃 
 
＜測定項目＞ 
①入力電源 ＡＣ１００Ｖ 
②ﾓﾃﾞﾑ･伝送部電源 ＤＣ１２Ｖ 
③Ｉ／Ｆ用電源 ＤＣ２４Ｖ 
④線路伝送レベル（送信・受信） 
⑤回線断検出レベル（制御回線、表

示回線） 

 
27 

 
導水緊急遮
断弁 
 機能確認 

  
＜計測項目＞ 
①送水流量(０～５０００ｍ３／ｈ) 
 入力値（0-50-100%）に対する出

力値、指示計値 
及びＣＲＴ表示値 

 
＜監視項目＞ 
①緊急遮断弁 全開、全閉、遮断中

、遮断渋滞、過トルク、 過負荷
、地絡、設定位置 

②動力 停電 
③電灯 停電 
④直流電源 故障 
⑤ＭＣＣＢ 断 
⑥漏電遮断器 動作 
⑦遠方監視制御装置 故障 
⑧過流量 
⑨地震検知  
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型     式  仕             様  

 

薪中継ポンプ場 

テレメータ 

 

木津川市第１分水 

 テレメータ 

精華町第１分水 

 テレメータ 

京田辺市第１分水 

 テレメータ 

八幡市第２分水 

 テレメータ 

 

親局 

ＭＥＬＦＬＥＸ２０００ 

子局 

ＭＥＬＦＬＥＸ２０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 

①伝送路   ＮＴＴ３．４ｋＨｚ規格 ２線式 

②対向方式  １：Ｎ方式  Ｎ＝１ 

③伝送方式  サイクリック方式 

④伝送フォーマット  ＣＤＴ４４ビット方式 

⑤伝送速度  上り ２００ビット／秒、 

 下り ２００ビット／秒 

⑥変復調方式 周波数変調（ＦＳＫ）方式 

 

（２）親局入出力仕様 

①計測出力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶

縁）、負荷抵抗４５０Ω以下 

②計測出力（ＢＣＤ） ＢＣＤ６桁オープンコレク 

  タ、印可電圧ＤＣ３０Ｖ以下、駆動電流１５０ 

ｍＡ以下 

③表示出力  無電圧１a 接点 印可電圧ＡＣ/ＤＣ

１１０Ｖ以下、駆動電流１５０ｍＡ以下 

④制御入力（ON-OFF 制御）１挙動方式 選択信号 

２０Ｃ１＋制御信号３Ｃ１ 

⑤制御入力（設定値制御）ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷

抵抗２５０Ω以下 

⑥総合警報出力 無電圧１a 接点 定格負荷 ＤＣ

１１０Ｖ、０．１５Ａ 

⑦他装置との接続  接続方式：ＰＩＯ 

 

（３）子局入出力仕様 

①計測入力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶

縁） 負荷抵抗４５０Ω以下 

②計測入力（パルス）   

オープンコレクタ or 無電圧１a 接点 

印可電圧ＤＣ２４Ｖ １０～１５ｍＡ 

③表示入力  

無電圧１a 接点  

印可電圧ＤＣ２４Ｖ １０～１５ｍＡ 

④制御出力（ON-OFF-STP 制御）  

無電圧１a 接点 定格ＤＣ１１０Ｖ ０．１５Ａ 

⑤総合警報出力      

無電圧１a 接点 定格負荷ＤＣ１１０Ｖ 

０．１５Ａ 

オープンコレクタ 定格ＤＣ３２Ｖ  

１５０ｍＡ以下 

⑥他装置との接続   接続方式：ＰＩＯ 
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型     式  仕            様  

 

精華町第２分水点 

 テレメ－タ 

 

（親局、子局） 

ＯＫＩＴＥＣ３０００

ＥＸ形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 

    ①対向方式   １：１×１方式 

    ②伝送方式   時分割多重デジタルセレクティン

グ伝送方式 

    ③伝送回線   第１種電気通信事業者専用回線

３．４ｋＨｚ帯 ２線式 

    ④伝送速度   ２００ビット／秒 

    ⑤伝送手順   ＨＤＬＣ手順 

    ⑥同期方式   フレーム同期方式 

  ⑦変調方式   ＦＳ変調方式 

 

（２）親局入出力仕様 

  ①制御瞬時入力 無電圧瞬時（１００ｍＳ以上）の

ａ（メーク）接点入力 

          ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以上 

  ②設定逆送入力 ＤＣ４～２０ｍＡ、２５０Ω（ア

イソレータ内蔵済） 

  ③監視表示出力 ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以下 

    ④計測瞬時出力 ＤＣ４～２０ｍＡ 最大５００Ω

以下（アイソレータ無し） 

  ⑤計測積算出力 ＢＣＤ６桁デジタル出力＋ストロ

ーブ信号付 

          ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以下 

 

（３）子局入出力仕様 

  ①制御瞬時出力 １秒±０．２５秒無電圧瞬時のａ

（メーク）接点出力 

          ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以下 

  ②設定逆送出力 ＤＣ４～２０ｍＡ、最大５００Ω

以下（アイソレータ無し） 

  ③監視接点入力 無電圧連続のａ（メーク）接点、

ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以上 

    ④計測瞬時入力 ＤＣ４～２０ｍＡ 入力抵抗 

２５０Ω（アイソレータ内蔵済） 

  ⑤計測積算入力 パルス列のａ（メーク）接点入

力、ＤＣ２４Ｖ、０．１Ａ以上 

 

機 器 名 仕     様 

木津川市第２分水 

テレメータ 

 

伝送路  ＮＴＴ３．４ｋＨｚ 

対向方式 １：Ｎ方式  Ｎ＝１ 

信号点数 DI×29 点､DO×6 点､AI×10 点､AO×1 点､積算 1 点 

京田辺市第２分水 

テレメータ 

 

伝送路  ＮＴＴ３．４ｋＨｚ 

対向方式 １：Ｎ方式  Ｎ＝１ 

信号点数 DI×33 点､DO×6 点､AI×10 点､AO×1 点､積算 1 点 
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型    式 

 

仕            様 

 

向日市第１分水 

長岡京市第１分水

 テレメータ 

  

 親局 

 ＭＥＬＦＬＥＸ

４２００ 

 子局 

 ＭＥＬＦＬＥＸ

２０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 

    ①伝送路   ＮＴＴ３．４ｋＨｚ規格 ２線式 

    ②対向方式  １：Ｎ方式  Ｎ＝１ 

    ③伝送方式  サイクリック方式 

    ④伝送フォーマット  ＣＤＴ４４ビット方式 

    ⑤伝送速度  上り２００ビット／秒、下り２００ビット／秒 

    ⑥変復調方式 周波数変調（ＦＳＫ）方式 

（２）親局入出力仕様 

  ①計測出力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶縁）  

負荷抵抗４５０Ω以下 

  ②計測出力（ＢＣＤ）  ＢＣＤ６桁オープンコレクタ 

              定格ＤＣ３２Ｖ、１５０ｍＡ ストロ

ーブ、レディ付 

  ③表示出力        無電圧１a 接点   

定格負荷ＤＣ１１０Ｖ、０．１５Ａ 

  ④制御入力（ON-OFF 制御）１挙動方式 選択信号２０Ｃ１＋制

御信号３Ｃ１ 

  ⑤制御入力（設定値制御）ＤＣ４～２０ｍＡ  

負荷抵抗２５０Ω以下 

  ⑥総合警報出力      無電圧１a 接点  

定格負荷 ＤＣ１１０Ｖ、０．１５Ａ 

  ⑦他装置との接続    接続方式：ＰＩＯ   

（３）子局入出力仕様 

①計測入力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶縁）  

負荷抵抗４５０Ω以下 

②計測入力（パルス）  オープンコレクタ or 無電圧１a 接点 

              印可電圧ＤＣ２４Ｖ １０～１５ｍＡ 

③表示入力        無電圧１a 接点 印可電 
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型    式 

 

仕            様 

 

大山崎町第１分水

点 

大山崎町第２分水

点 テレメータ  

  

 親局、子局 

 ＭＥＬＦＬＥＸ

２２０Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 

    ①伝送路   ＮＴＴ３．４ｋＨｚ規格 ２線式 

    ②対向方式  （１：１）×Ｎ方式  Ｎ＝３ 

    ③伝送方式  サイクリック方式 

    ④伝送フォーマット  ＣＤＴ４４ビット方式 

    ⑤伝送速度  上り ２００ビット／秒、  

下り ２００ビット／秒 

    ⑥変復調方式 周波数変調（ＦＳＫ）方式 

（２）親局入出力仕様 

  ①計測出力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（絶縁）  

負荷抵抗４５０Ω以下 

  ②計測出力（ＢＣＤ）  ＢＣＤ６桁オープンコレクタ 

              定格ＤＣ２４Ｖ、３０ｍＡ、ストロー

プ付 

③表示出力         無電圧片端共通ａ接点   

定格ＤＣ１１０Ｖ、０．１５Ａ 

  ④制御入力（ＯＮ－ＯＦＦ制御） １挙動式 

              選択信号２０Ｃ１＋制御信号３Ｃ１ 

  ⑤制御入力（設定値制御） ＤＣ４～２０ｍＡ、 

                            負荷抵抗２５０Ω以下、連続信号 

 

（３）子局入出力仕様 

  ①計測出力（アナログ）   ＤＣ４～２０ｍＡ  

負荷抵抗２５０Ω以下 

②計測入力（パルスＢＣＤ） 無電圧ａ接点、定格ＤＣ２４Ｖ 

                ３０ｍＡ以上、 

パルス幅１００ｍＳ以上 

  ③表示入力             無電圧片端共通ａ接点  

定格ＤＣ１１０Ｖ、５０ｍＡ 

  ④制御出力（ＯＮ－ＯＦＦ制御）無電圧片端共通ａ接点 

                 定格ＤＣ１１０Ｖ、 

                                 ０．１５Ａ、1 秒間出力 

 



別紙６ 
 

 - 105 - 

型    式 仕            様 

 

向日市第２分水点 

長岡京市第２分水点

 テレメータ  

  

親局：ＭＥＬＦＬＥ

Ｘ４２００ 

子局：ＭＥＬＦＬＥ

Ｘ２０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 

    ①伝送路   ＮＴＴ３．４ｋＨｚ規格 ２線式 

    ②対向方式  １：Ｎ方式 Ｎ＝１（×２対向） 

    ③伝送方式  サイクリック方式 

    ④伝送フォーマット  ＣＤＴ４４ビット方式 

    ⑤伝送速度  上り ２００ビット／秒、  

下り ２００ビット／秒 

    ⑥変復調方式 周波数変調（ＦＳＫ）方式 

 

 

（２）親局入出力仕様 

  ①表示出力  無電圧１ａ接点 定格負荷ＡＣ１００Ⅴ０．２

Ａ、ＤＣ１１０Ｖ、０．１５Ａ 

  ②計測出力（アナログ）ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶縁）負荷抵抗

４５０Ω以下 

  ③計測出力（ＢＣＤ） ＢＣＤ６桁オープンコレクタ 

             定格ＤＣ３２Ｖ、１５０ｍＡ以下、ス

トロープ、レディ付 

  ④制御入力（ＯＮ－ＯＦＦ制御） 一挙動式 

             選択信号２０Ｃ１＋制御信号３Ｃ１ 

  ⑤制御入力（設定値制御） ＤＣ４～２０ｍＡ、 

負荷抵抗２５０Ω以下 

 

 

（３）子局入出力仕様 

  ①表示入力 無電圧１ａ接点 印加電圧ＤＣ２４Ｖ、 

１０～１５ｍＡ 

  ②計測入力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ  

負荷抵抗２５０Ω以下 

  ③計測入力（パルス） オープンコレクタ or 無電圧１ａ接点、

印加電圧ＤＣ２４Ｖ、１０～１５ｍＡ 

  ④制御出力（ＯＮ－ＯＦＦ－ＳＴＰ制御）  

無電圧１ａ接点、定格ＡＣ１００Ｖ、０．２Ａ

ＤＣ１１０Ｖ、０．１５Ａ 

  ⑤制御出力（設定値制御） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶縁）、負

荷抵抗４５０Ω以下、連続出力 
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型    式 仕            様 

 
取水施設 
 テレメータ 
  
親局：ＭＥＬＦＬ
ＥＸ４２００ 
子局：ＭＥＬＦＬ
ＥＸ２０００ 
  
 

 

 

 

 

 

 

（１）伝送方式 
    ①伝送路   ＮＴＴ３．４ｋＨｚ規格 ２線式 
    ②対向方式  １：Ｎ方式  Ｎ＝１（×２対向） 
    ③伝送方式  サイクリック方式 
    ④伝送フォーマット  ＣＤＴ４４ビット方式 
    ⑤伝送速度  上り ２００ビット／秒、  

下り ２００ビット／秒 
    ⑥変復調方式 周波数変調（ＦＳＫ）方式 
 

 
（２）親局入出力仕様 
  ①表示出力 無電圧１a 接点 定格負荷ＡＣ１００Ⅴ、

０．２Ａ、ＤＣ１１０Ⅴ、０．１５Ａ 
  ②計測出力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ（非絶縁）負

荷抵抗４５０Ω以下  
 

 
（３）子局入出力仕様 

①表示入力 無電圧１a 接点 印加電圧ＤＣ２４Ｖ、 
１０～１５ｍＡ 

  ②計測入力（アナログ） ＤＣ４～２０ｍＡ  
負荷抵抗２５０Ω以下 
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７ 宇治浄水場導水管内調査業務 

 

１ 目的 

宇治浄水場の導水管設備の維持管理対策及び安定取水対策等の検討に役立てるため、潜

水作業による導水管内付着物調査及び取水施設構造物等の点検を行う。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

令和７年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（調査場所） 

 調査場所は京都府営水道事務所宇治浄水場導水管内の取水ゲートから下流５０ｍ程度

までの区間とし、監督職員と協議するものとする。なお、本業務の仕様書は、業務の大要

を示すものであり、請負者は目的を達成するために必要な業務については、監督職員と協

議の上、実施すること。 

 

（作業内容） 

  本業務の内容は、次の各号のとおりとする。 

 （１）作業条件 

     日数     １日 

     潜水作業時間 ３時間以内 

     地上から管迄 ２４.５ｍ（はしご有り） 

     水深          １２.６～１６.０ｍ（時間により水位が変動するため） 

     導水管内径   １,０００ｍｍ、 管内流速 ０.０７ｍ／ｓ～０.１０ｍ／ｓ程度 

 

（２）調査内容 

    ア 導水管及び取水施設構造物調査・点検 

      導水管内の取水ゲートから下流５０ｍ程度までの区間の損傷の有無及び異物付  

着状況等の確認をする。 

    イ サンプル採集 

      導水管内で異物の付着を確認した場合は、付着物を採集する。 

      付着物のサンプルは、取水ゲートから下流５０ｍ程度までの区間で１０ｍ間隔  

ごとに側面から３０ｃｍ2 程度の範囲で採集する。 

    ウ 写真撮影 

      導水管内の調査・点検区間を取水ゲートから下流に１０ｍ間隔ごとに管内の天  

地左右面の状態を写真撮影する。 

           また、損傷を確認した場合、損傷箇所を写真撮影する。 
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３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、調査結果をまとめ、業務結果報告書を作成し、監督職員に提

出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 注意事項 

 本業務の注意事項は、次の各号のとおりである。 

（１） ダム湖内設備での作業であることを認識し、高気圧作業安全衛生規則（昭和４７年   

労働省令第４０号）等に定める通信手段の確保を含む安全対策及び安全作業の徹底を図

ること。 

（２） 取水ゲートの操作は広域浄水センタ－の職員が行うので、操作を要する場合は、そ

の都度監督職員に依頼すること。 

（３） 当日の天候及び河川放流量等の状態によって本業務の延期を指示した場合は、こ

の指示に従うこと。 

（４） 本業務において生じたゴミや廃材等は、全て請負者の負担で適切に処分すること。

また、産業廃棄物が発生した場合は、マニフェストの写しを提出すること。 

 

５ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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８ 自家発燃料貯蔵槽点検業務 

 

１ 目的 

宇治浄水場、木津浄水場、乙訓浄水場及び久御山広域ポンプ場の自家発燃料貯蔵槽点検

業務を行い、消防法第１４条の３の２に基づく自家用発電設備の燃料貯蔵槽の漏れの点検

を行う。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度）  

令和８年度 木津浄水場及び乙訓浄水場 

 令和９年度 宇治浄水場及び久御山広域ポンプ場 

 

（点検内容） 

本業務の点検内容は以下のとおりとする。 

（１）地下タンクの漏洩検査（気相部）   一式 

（２）地下タンクの漏洩検査（検知層）   一式 

 

（点検対象） 

本業務の点検対象の地下タンクは、次のとおりとする。 

（１）宇治浄水場 

型式名称： 鋼製一重殻   

容  量： 13,000L 

         油  種： 軽油 

（２）木津浄水場 

型式名称：SF 二重殻タンク  

容  量：15,000L 

油  種：軽油  

（３）乙訓浄水場 

型式名称：SF 二重殻タンク 

容    量：20,000L 

油  種：軽油  

（４）久御山広域ポンプ場 

型式名称：SF 二重殻タンク  

容  量：12,000L 

油  種：重油  

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、上記の漏洩検査の結果をまとめ、業務結果報告書（写真を含

む）を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 
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４ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手  

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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９ 木津浄水場取水口集水埋管点検業務 

 

１ 目的 

木津浄水場取水設備の適正な維持管理のため、潜水作業による集水埋管内の土砂堆積状

況調査及び集水埋管の点検を目的とする。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度）  

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（作業場所）  

木津川市吐師下河原 木津川河川敷地内 

 

（点検対象） 

集水埋管 φ１５００ Ｌ＝約２４０ｍ 

 

（作業内容） 

 本業務の作業内容は以下のとおりとする。 

・潜水作業にて集水埋管内の調査区間において、管内損傷の有無及び土砂等の堆積状況

を確認する。 

・写真撮影位置は２０ｍピッチ毎とする。また、集水埋管内にて損傷を確認した場合は

損傷箇所を随時、写真撮影する。その他、異物の付着を確認した場合は付着物を採取

し、写真撮影する。 

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、写真撮影位置及び土砂の堆積状況等をまとめ、業務結果報告

書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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１０ 木津浄水場炭酸ガス注入設備点検業務 

 

１ 目的 

木津浄水場の炭酸ガス注入設備点検業務委託を行い、炭酸ガス注入設備の機能を維持し、

安定した浄水処理を行う。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

 令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検対象） 

本業務の点検対象は下表のとおりとする。 

 

（点検内容） 

本業務の内容は炭酸ガス注入設備及び警報の機能点検とし、その詳細は下表のとおりと

する。  
 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出するこ

と。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手  

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 

点検設備（項目） 数量 点検内容 

炭酸ガス 30kg 容器及び配管 
２０

本 

・目視点検 

・気密試験（30 分以上行い、圧力降下、発泡剤の

漏洩及び安全弁の動作を確認すること） 

ヒーター付き減圧弁 

仕様：FCR-100N-OP 
１台 

・動作確認（圧力計、ヒーター、減圧） 

・絶縁抵抗測定 

マスフローコントローラー 

仕様：TC-1400-154-S06 
１台 

・流量調整動作確認 

電磁弁 

仕様：ADK11-10A-H2EBS 
１台 

・開閉動作の確認 

・絶縁抵抗測定 

注入盤 １面 
・目視点検 

・故障表示の確認 

注入状況  

・着水井にて注入状況を目視確認 

（水質等の影響により目視確認不可の場合は圧力

計等により注入状況を確認すること） 
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１１ 乙訓浄水場取水口 沈砂池等機能維持業務 

 

１ 目的 

乙訓浄水場取水口（京都市西京区嵐山地内）施設内に堆積した土砂等を清掃、除去する

ことで沈砂池等機能を維持し、安定した浄水処理を行う。 

 

２ 業務内容 

本業務の内容は以下のとおりとする。 

なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（作業時期等） 

各作業の実施時期等は以下の表を基本とする。 

ただし、沈砂池の堆砂状況等によっては、監督職員と協議の上、作業日の変更及び作業

日数又は業務回数の追加等を行うものとする。 

なお、数量の増減は設計変更の対象とする。（各年度末月に履行確認を行う。） 

項 目 実施時期 業務回数 

(１)堆砂等清掃作業 

５月、７月、８月、９月、 

１１月、１月、３月 

：各月１回（４日間/回） 

令和７年度： ７回 

令和８年度： ７回 

令和９年度： ７回 

(２)除塵ネット清掃作業 
１０月、１１月：４回 

  その他の月：１回 

令和７年度：１８回 

令和８年度：１８回 

令和９年度：１８回 

他 廃棄物運搬 ６ヶ月に１回 

令和７年度： ２回 

令和８年度： ２回 

令和９年度： ２回 

 

（作業内容） 

（１）堆砂等清掃作業 

①堆砂センサーの状態を確認するため付着したゴミの除去を行い、堆砂センサーの機

能確認を行う。 

②堆砂状況を確認するため、作業前及び作業後に取水管内及び沈砂池の堆積量を計測

する。 

③潜水作業により水中ポンプ等を用いて堆積した土砂等を清掃、除去する。 

④堆砂除去等清掃後、水質計器の機能確認作業（土砂等による計器や配管等の詰まり

解消等）を行い、正常に計測していることを確認する。 

⑤取水管内での清掃作業中は取水停止が必要になるため、作業前及び作業後には広域

浄水センター中央に連絡を行う。 
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（２）除塵ネット清掃作業 

①取水口１号及び２号沈砂池の上流側及び下流側のネットに付着した藻類等の付着

物を撤去する。 

②撤去した付着物等は、指定場所に収集する。 

③清掃作業中は取水停止が必要になるため、作業前及び作業後には広域浄水センター

中央に連絡を行う。 

 

３ 提出書類 

本業務では、仕様書「４ 専門点検業務」で定める提出書類のほか、業務執行計画書（作

業内容、作業予定日、作業工程（取水停止予定含む）等を記載）を提出するものとする。

 

４ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した作業日報及び写真等を監督職員に提出すること。 

 

５ 機材等の使用 

業務にあたり、以下の機材等については、使用を許可する。 

名 称 単 位 数 量 使用場所 備 考 

水中サンドポンプ 

（付属品含む） 
台 １ 現地  

空気圧縮機 台 １ 現地  

フーカーホース 式 １ 現地  

取水口クレーン 台 １ 現地  

 

６ 使用器具類 

業務にあたり、使用する器具については、受注者が準備する。 

名 称 

レーキ、ショベル、ほうき、ちりとり、土のう袋等 

 

７ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着

手において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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１２ 乙訓浄水場インクライン設備点検業務 

 

１ 目的 

労働安全衛生規則に基づく乙訓浄水場インクライン設備及び取水口クレーン設備の点検

整備を行い、安全に使用できるよう機能維持を図る。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検対象） 

 本業務の点検対象は、以下のとおりとし、詳細は資料１２のとおりとする。 

（１）インクライン設備    京都市西京区御陵大原  地内 

（２）取水口クレーン設備   京都市西京区嵐山元禄山町  地内 ※  

（※  施工場所へは、駐車場所（有料駐車場）から約２.２ km 徒歩での移動が必要） 

 

（点検内容） 

本業務の点検内容は労働安全衛生規則に基づくものとし、点検内容は次のとおりとす

る。また、本設備の機能を維持するための軽微な部品交換に要する経費は労務単価に含む

ものとする。 

（１）インクライン設備 

  ①軌道車 

    外観点検、ボルト・ナット増締め、動作確認、チェーン給油、清掃 

  ②キャビン・荷台 

    外観点検、動作確認、清掃 

  ③地上動力盤 

    外観点検、端子等増締め、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 

  ④軌道車操作盤 

    外観点検、端子等増締め、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 

  ⑤地上制御盤 

    外観点検、端子等増締め、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 

  ⑥軌道車制御盤 

    外観点検、端子等増締め、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 

  ⑦走行レール 

    外観点検、ボルト・ナット増締め、ラック給油、清掃 

  ⑧絶縁トロリー及び取付ブラケット 

    外観点検、ボルト・ナット増締め、絶縁抵抗測定、清掃 

（２）取水口クレーン設備  

①駆動台車  

外観点検、ボルト・ナット増締め、動作確認、清掃 



別紙６ 
 

 - 116 - 

②従動台車  

  外観点検、ボルト・ナット増締め、動作確認、清掃  

③連結装置  

  外観点検、ボルト・ナット増締め、動作確認、清掃  

④走行レール、及び取付ブラケット（水上部は含まない） 

  外観点検、ボルト・ナット増締め  

⑤動力制御盤、ケーブル  

  外観点検、端子等増締め、動作確認、絶縁抵抗測定、清掃 

⑥電動チェーンブロック  

  外観点検、動作確認、絶縁抵抗測定 

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに点検業務委託報告書を作成し、監督職員に提出するこ

ととする。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

なお、点検の結果、劣化・破損等が判明し、設備の運用に支障を来す恐れがあると判断

される場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、その指示に従うこと。 

 

４ 疑義 

 本特記仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。 また、本業務の

着手において疑義が生じた際は、監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１２】 

 

インクライン設備  仕様一覧表  

  形   式 通廊平面レール式 

駆動方式 電動ラック＆ピニオン駆動 

設備台数 １基 

積載量 乗員３名＋最大積載３，０００kg又は、乗員９名 

走行速度 高速時６０ｍ/min、低速時１０ｍ/min 

最大斜行角度 １：４勾配 （14.04°） 

走行レール長 ３３２ｍ 

軌道車寸法 幅：1,450mm  全長：5,400mm  高さ：3,550mm(床面より) 

電動機 

（減速機、電磁ブ

レーキ付） 

２２ｋＷ×４Ｐ×２００Ｖ×６０Ｈｚ 

給電方式 絶縁トロリー線方式 

速度制御 交流インバーター制御方式 

安全装置 

非常停止ボタン、非常ブレーキ（ガバナー式）、ドアインターロッ

ク装置、障害物検出装置、回転灯（運転中表示）、両極限過走防止

装置、電動機過負荷 

 

取水口クレーン設備 仕様一覧表  

形   式 監査廊上部懸垂式 

駆動方式 ラックギヤーピニオン方式 

最大登坂能力 ３３．７° 

電動機 
３．７ｋＷ×４Ｐ×２００Ｖ×６０Ｈｚ 

（電動ブレーキ付インバータモーター） 

給電方式 ケーブルリール 

走行速度 約１０ｍ/min 

積載量 最大積載量 １，０００kg 
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１３ 久御山広域ポンプ場送排風設備点検業務 

 

１ 目的 

久御山広域ポンプ場に設置している送排風機器の保守点検を行うことにより、当該機器

の性能維持を図ることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度）  

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検対象） 

  本業務の点検対象は資料１３－１「業務対象機器表」のとおりとする。 

 

（点検内容） 

本業務は、資料１３－２「点検内容一覧表」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建

築保全業務共通仕様書」令和５年版に定める項目により６箇月及び１年基準の点検を実施

する。 

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに点検業務委託報告書を作成し、監督職員に提出するこ

ととする。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 疑義 

 本特記仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。 また、本業務の

着手において疑義が生じた際は、監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１３－１】 

 

 

  

排風機 FE-1 6SRM2 1 2F換気機械室B

送風機 FS-1 7AIM67.5 1 1F換気機械室A

排風機 FE-2 6SRM2 1 2F換気機械室B

送風機 FS-2 6SRM2 1 2F換気機械室B

有圧換気扇 FE-3 EF25-ATXB 1 1F塩素注入室

送風機 FS-3 BFS-80TUC 1 2F換気機械室B

排風機 FE-4 3LFU36.3 1 2F換気機械室B

送風機 FS-4 3LFU36.3 1 2F換気機械室B

空気清浄器 AFR-1 NHL-300FLTP 1 2F換気機械室B

排風機 ＦＥ－１０ 7AIM2 62.2 1 １Ｆ自家発電機室

業　務　対　象　機　器　表

機械名 記号 型式名 数量 室名 備考
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【資料１３－２】 

 

 

点　検　内　容　一　覧　表
（送排風機）

点検項目 点　　検　　内　　容 備考

１．基礎・固定部 ①　き裂、沈下等の有無を点検する。 1年点検

②　固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ６箇月点検

③　防振材の破損等の有無を点検する。 ６箇月点検

④　天井吊りは脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び
　　腐食の有無を点検する。

６箇月点検

２．外観の状況 ①　設置の状況を確認する。 ６箇月点検

②　汚れの有無を点検する。 ６箇月点検

③　腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。 ６箇月点検

３．電動機
①　電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の
　　有無を点検する。

６箇月点検

②　回転方向が正しいことを確認する。 1年点検

③　絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ６箇月点検

④　運転電流が、定格値以下であることを確認する。 ６箇月点検

４．軸受 　　発熱、異常音及び異常振動の有無を点検する。 ６箇月点検

５．Ｖベルト 　　緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 ６箇月点検

６．Ｖベルトカバー 　　変形、損傷等の有無を点検する。 ６箇月点検

７．Ｖプーリ ①　摩耗、損傷等の有無を点検する。 ６箇月点検

②　芯出しの良否を点検する。 ６箇月点検

８．羽根車 ①　汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。 1年点検

②　ボルトの緩みの有無を点検する。 1年点検

③　ケーシング等に接触していないことを確認する。 1年点検

９．運転調整 ①　運転時における電圧変動が規定値内であることを確認 1年点検

　　する。

②　運転電流が定格値以下であることを確認する。 1年点検
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点　検　内　容　一　覧　表
(天井扇・有圧換気扇)

点検項目 点　　検　　内　　容 備考

１．固定部 ①　き裂等の有無を点検する。 1年点検

②　固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 1年点検

③　防振材の破損、劣化等の有無を点検する。 1年点検

④　天井吊りの場合、脱落防止、吊り支持等の金具の緩み 1年点検

　　及び腐食の有無を点検する。

２．外観の状況 ①　汚れの有無を点検する。（清掃を含む） 1年点検

②　腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。 1年点検

３．電動機 ①　回転方向が正しいことを確認する。 1年点検

②　表面温度の異常の有無を点検する。 1年点検

③　運転電流が規定値内であることを確認する。 1年点検

４．羽根車 ①　汚れ、変形、さび等の有無を点検する。（清掃を含む） 1年点検

②　ボルトの緩みの有無を点検する。 1年点検

③　フレーム等に接触していないことを確認する。 1年点検

④　異常音、異常振動等の有無を点検する。 1年点検

点　検　内　容　一　覧　表

点検項目 点　　検　　内　　容 備考

１．基礎・固定部 ①　き裂、沈下等の有無を点検する。 1年点検

②　固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 1年点検

③　防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 1年点検

２．ろ材 ①　目詰まりの有無を点検する。 ６箇月点検

②　差圧計により圧力損失を点検する。 ６箇月点検

３．ケーシング 　　変形、腐食等の有無を点検する。 ６箇月点検

４．制御盤 ①　表示灯の点灯の良否を点検する。 ６箇月点検

②　差圧計の作動の良否を点検する。 ６箇月点検

５．巻取機構 　　電動機等の作動の良否を点検する。 ６箇月点検

６．運転調整 ①　運転時の電圧変動が規定値内であることを確認する。 ６箇月点検

②　運転電流が定格値以下であることを確認する。 ６箇月点検

(空　　気　　清　　浄　　装　　置)
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１４ 水質計器点検業務 

 

１ 目的 

３浄水場及び久御山広域ポンプ場の水質計器点検業務委託を行い、水質計器の機能を維

持し、安定した浄水処理を行う。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度）   

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検時期等） 

本業務の実施時期等は以下のとおりとする。また、ならし運転による確認が必要である

ため、毎年度末の３月７日までに点検を完了すること。ただし、監督職員が、他工事・業

務委託等との施工調整において本業務の日程、作業時間等を変更する必要があると判断し

た場合は、監督職員の指示に従うものとする。 

（１）塩素要求量計及び油分計の 1 回目の点検については、着手後、監督職員と協議のう

え、点検を実施すること。 

（２）上記（１）以外の水質計器は８月から２月に実施。 

 

（点検対象） 

本業務の点検対象機器は、資料１４「水質計器点検箇所一覧表」のとおりとする。 

 

（点検内容） 

  本業務の点検内容は、以下のとおりとする。 

（１） 表面散乱形濁度計：型式ＢＴ１４０ 

ア  脱泡槽、水流セル、レンズ（集光、対物）の清掃 

イ  コネクタ、変換器、端子台、自動洗浄装置等の点検・清掃 

ウ  ランプ、ヒューズ、光電池等の点検・清掃 

エ  ゼロ・スパン調整及び出力指示計のゼロ調整 

オ  測定水量の調整及びろ過カートリッジの点検 

カ  配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

キ その他必要な部品交換及び点検 

 

（２） 表面散乱形濁度計：型式ＴＢ４００Ｇ 

ア  脱泡槽、水流セル、レンズ（集光、対物）の清掃 

イ  コネクタ、変換器、端子台、自動洗浄装置等の点検・清掃 

ウ  ランプ、ヒューズ、光電池等の点検・清掃 

エ  ゼロ・スパン調整及び出力指示計のゼロ調整 

オ  測定水量の調整及びろ過カートリッジの点検 

カ  配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

キ その他必要な部品交換及び点検 

 

（３） 透過散乱形濁度計：型式ＴＢ７００Ｇ及びＴＢ８１０Ｄ 
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ア  脱泡槽、窓ガラス、液槽内の点検・清掃 

イ  光電ランプ、光電池等の点検及び乾燥剤の交換 

ウ  ゼロ・スパン調整及び出力指示計の点検 

エ 超音波洗浄器の超音波強さ点検調整 

オ  測定水量の調整及びろ過カートリッジの点検 

カ  コネクタ、変換器、端子台、自動洗浄装置等の点検・清掃 

キ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

ク その他必要な部品交換及び点検 

 

（４） 高感度透過散乱形濁度計：型式ＴＢ７００Ｈ及びＴＢ８００Ｄ 

ア  脱泡槽、窓ガラス、液槽内の点検・清掃 

イ  光電ランプ、光電池等の点検及び乾燥剤の交換 

ウ  ゼロ・スパン調整及び出力指示計の点検 

エ  測定水量の調整及びろ過カートリッジの点検 

オ  コネクタ、変換器、端子台、自動洗浄装置等の点検・清掃 

カ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

キ その他必要な部品交換及び点検 

 

（５） ｐＨ計：型式ＰＨ４００Ｇ、ＰＨ４５０Ｇ及びＰＨ８ＥＦＰ                                                           

ア  脱泡槽、ガラス電極、接液部の清掃 

イ  変換器の乾燥状態及び透明窓部の点検 

ウ  Ｋｃｌ溶液補給チューブ、超音波洗浄子の点検及び標準液による校正 

エ 各調整軸の動作範囲の確認 

オ 測定水量の調整 

カ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

キ  その他必要な部品交換及び点検 

 

（６） 有試薬残塩計：型式ＲＣ４００Ｇ型 

ア  測定槽内の清掃及びビーズケース、ガラスビーズ、端子箱等の点検・清掃 

イ ブラシ、スリップリングの清掃点検 

ウ  電極、回転軸、電磁弁等の発錆状況の点検・清掃及び動作確認及びゼロ・スパ

ン調整 

エ 測温抵抗体（対極）の目視及び導通確認 

オ  接触導通部、電気回路、機構部の点検 

カ  試薬ポンプの分解点検、清掃、注油、吐出液量の調整 

キ サンプリングポンプの分解点検、清掃、注油、吐出液量の調整 

ク ろ過装置の清掃 

ケ  配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

コ  測定水量の調整 

サ プラトー特性の採取及び調整 

シ その他必要な部品交換及び点検 

 

（７） 無試薬残塩計(結合対策形も含む)：型式ＦＣ４００Ｇ、ＮＣ１４０及びＦＣ８００Ｄ 

ア  測定槽、ビーズケース、セラミックビーズ、端子箱等の点検・清掃 

イ ブラシ、スリップリングの清掃点検 

ウ  電極、回転軸、電磁弁等の発錆状況の点検・清掃及び動作確認 

エ 測温抵抗体（対極）の目視及び導通確認 

オ ゼロ・スパン調整 

カ  接触導通部、電気回路、機構部の点検 

キ  配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

ク  測定水量の調整 

ケ プラトー特性の採取及び調整 

コ その他必要な部品交換及び点検 
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（８） アルカリ度計：型式ＡＬ４００Ｇ 

ア シーケンサ、表示部、測定槽、ｐＨ電極、攪拌シャフト及び注入ノズルの清掃、  

点検 

イ ｐＨ電極の標準液による校正 

ウ 秤機構部、ｐＨ電極、滴定機構部、試薬ヘッドタンク、排水用アスピレータ、

配管、ポンプ、測定槽、各種チューブ、電磁弁等の点検、清掃、動作確認 

エ ゼロ・スパン調整 

オ 測定動作行程の点検 

カ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

キ タッチパネルの動作確認、点検調整、清掃 

ク その他必要な部品交換及び点検 

 

（９） 濁色度計：型式ＣＺ４０２Ｇ                                 

ア  窓ガラス、液槽内の点検・清掃    

イ 乾燥剤の交換                    

ウ ランプ、受光素子等の点検       

エ ゼロ・スパン調整及び出力指示計のゼロ調整 

オ 測定水量の調整及びろ過カートリッジの点検、交換 

カ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、付帯ホースの取替 

キ コネクタ、変換器、端子台、自動洗浄装置等の点検・清掃 

ク その他必要な部品交換及び点検 

 

（10） ＵＶ計：型式ＵＶ７００Ｇ及びＵＶＴ－３００ 

    ＜型式：ＵＶ７００Ｇ＞ 

ア ゼロ校正、スパン校正 

イ 測定槽、オーバフロー槽の清掃 

ウ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、ボールバルブの清掃 

エ 測定セルの清掃、乾燥剤の交換 

オ ワイパーの点検 

カ 分析部内部部品、変換器の点検 

キ その他必要な部品交換及び点検 

    ＜型式：ＵＶＴ－３００＞ 

ア ゼロ校正・スパン校正 

イ 測定セル内の洗浄 

ウ クリーナの交換 

エ 低圧水銀ランプの交換 

オ オイルシールの交換 

キ その他必要な部品交換及び点検 

 
（11） 塩素要求量計：型式ＣＬＤ－７Ｍ、砂ろ過装置：型式ＦＳ－３                               

（年２回の点検実施） 
ア 変換器、分析部の点検・清掃 

  イ Ｏリング・フィルター等消耗部品の交換 
         ウ ゼロ調整及びスパン校正 
         エ 配管の汚れ、詰まり、漏れ等の点検・清掃、配線の点検 

  オ 電気回路の点検 
カ 砂ろ過装置、フィルター槽、配管、弁、操作部の点検、清掃   

         キ その他必要な部品交換及び点検 
 
 (12） 自動水質監視装置：型式：WM1000G-AAAA-AAN-NN-ND-6/PSL/Z、 

WM400-S2-NN-TD-6-A/PSL                                                
ア  濁色度計部については、前項(9)に該当する点検とする。 
イ  残塩計部については、前項(7)に該当する点検とする。 
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ウ  ｐＨ計部については、前項(5)に該当する点検とする。 
エ その他必要な部品交換及び点検 
 

（13） 油分計：型式ＱＳ１０００、コンプレッサー：型式ＰＯ－０．４ＬＥＳ（日立製） 
  （年２回の点検実施。但し、コンプレッサーは年１回で後半に点検実施）  

ア 装置各部の点検・清掃 
イ 測定水・エアー流量の確認・調整 
ウ コンプレッサ、ドレン排水トラップの点検、清掃 
エ センサ交換及びスパン校正 
オ スパージャの分解洗浄及びダイヤフラム・チャッキ弁・バルブセット交換 
カ 砂ろ過器、電磁弁、試料水ポンプ、スパージャー槽の点検・清掃、漏れ確認 
  フィルタレギュレータのドレン抜き 
キ 制御機器の作動点検 
ク ボルト、ナット、ネジ類の緩みの有無点検 
ケ 異常振動・異常音の有無点検 
コ 各部動作確認 
サ その他必要な部品交換及び点検 
 

(14) 全窒素・全リン計：型式ＮＰ８００ 

ア 配管（槽）、フィルター部、オーバーフロー槽の点検・清掃 

イ ゼロ校正・スパン校正（手分析による合わせ込み） 

ウ 試薬・測定水量の調整 

エ 測定器１台につき、全窒素全リンをそれぞれ３回計量し、計量証明事業者によ

る計量証明書を監督職員に提出すること。 

オ その他必要な部品交換及び点検 

 

３ 部品交換及び支給                                                                     
本業務で交換する部品は、本府が支給する。 
なお、本業務で交換した部品は産業廃棄物として処分することとし、処分にかかる

費用について、基本は設計変更の対象外とするが、監督職員と協議によるものとす
る。 

 

４ 電子納品の実施 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対

象業務委託であり、成果品の納品を国土交通省土木設計業務等の電子納品要領等、京都

府電子納品実施マニュアル(案)（令和４年３月）及び京都府電子納品ガイドライン(案)

（令和４年３月）に基づき実施しなければならない。 

 

５ 結果報告 
受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出するこ

と。 
また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 
 

６ 疑義 
本特記仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。 
また、本業務の着手において疑義が生じた際は、監督職員と協議し、その指示に従

うものとする。 
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【資料１４】 

 

 

  

住所 機器名（メーカー） 型番 使用箇所 備考

府営水道事務所　宇治浄水場

　　宇治市宇治下居６４

溶存オゾン濃度測定装置（荏原実業） EL-603S 0 台 オゾン棟接触池流出水
高度処理修
繕で点検

透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ７００Ｇ 2 台 沈末、活性炭棟浄水池

高感度濁度計（横河電機） ＴＢ５００Ｇ 1 台 ポンプ吸水井

高感度透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ７００Ｈ 3 台 Ｗろ過池計器室×２、沈殿池管廊

アルカリ度計（横河電機） ＡＬ４００Ｇ 2 台 原水、着水

ＰＨ８ＥＦＰ 3 台 原水、着水、汚泥池（=場外排水）

ＰＨ４００Ｇ 2 台 ポンプ吸水井、活性炭棟浄水池

塩素要求量計（東亜ディーケーケー） ＣＬＤ－７Ｍ

砂ろ過装置 ＦＳ－３

全窒素・全リン計（横河電機） ＮＰ－８００ 1 台 汚泥池

ＵＶ計（横河電機） ＵＶ７００Ｇ 1 台 汚泥池

有試薬残留塩素計（横河電機） ＲＣ４００Ｇ 3 台 着水井、中次亜１系後、中次亜２系後

表面散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ４００Ｇ 2 台 原水、沈中

濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台 浄水池

※アンダーラインは、管理棟水質計器室以外の場内設置計器

城陽市分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　城陽市平川広田67番地 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

宇治市第２分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　宇治市伊勢田町中遊田５－１ 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

久御山町第１分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　久世郡 久御山町 佐古 外屋敷168 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

久御山町第２分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　久世郡 久御山町 市田 北浦５０ 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

八幡市第１分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　京都府八幡市下奈良名越 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

天ヶ瀬ダム取水口 ｐＨ計（横河電機） ＰＨ４５０Ｇ 1 台

　　京都府宇治市槙島町六石山１２ 表面散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ４００Ｇ 1 台

合計 43 台

「水質計器点検箇所一覧表」　 京都府営水道宇治浄水場管轄

対象台数

無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 9 台
中次亜１系前、中次亜２系前、浄水池，
予備，ろ過後１系、ろ過後２系、活性炭棟浄
水池，ポンプ吸水井、宇治市向

ｐＨ計（横河電機）

1 台 原水

城陽市分水点

宇治市第２分水点

久御山町第１分水点

久御山町第２分水点

八幡市第１分水点

天ヶ瀬ダム取水口
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【資料１４】 

 

 

 

 

  

住所 機器名（メーカー） 型番 使用箇所 備考

府営水道事務所　木津浄水場 有試薬残留塩素計(結合塩素対策型）（横河電機） ＲＣ４００Ｇ 2 台 沈殿後、未ろ過

無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 3 台 ろ過後(結合塩素対策型）、ポンプ井、送水

表面散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ４００Ｇ 1 台 混合水

透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ８１０Ｄ 1 台 沈殿後

透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ７００Ｇ 1 台 沈中

高感度透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ７００Ｈ 1 台 ろ過後

濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台 送水

ｐＨ計（横河電機） ＰＨ４５０Ｇ 3 台 原水、薬注後、送水

油分計(横河電機） ＱＳ１０００

油分計コンプレッサ(日立） PO－0.4LES

全窒素・全リン計（横河電機） ＮＰ－８００ 1 台

ＵＶ計（東レエンジニアリング） ＵＶＴ－３００ 1 台

八幡市美濃山浄水場内分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　八幡市内里柿谷 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

取水棟内

 　　木津川市吐師下河原　

木津川市第２分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　木津川市馬場南 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

精華町第１分水点 無試薬残留塩素計（島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） ＮＣ１４０ 1 台

　　相楽郡精華町祝園門田 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

精華町第２分水点 無試薬残留塩素計(結合塩素対策型）（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　相楽郡精華町精華台７丁目４－７ 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

京田辺市第１分水点 無試薬残留塩素計（島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） ＮＣ１４０ 1 台

　　京田辺市宮津鳥羽田 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

京田辺市第２分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　京田辺市薪桑ノ木１８ 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

薪中継ポンプ場

　　京田辺市薪西浜

合計 31 台

「水質計器点検箇所一覧表」 京都府営水道木津浄水場管轄

対象台数

　　木津川市吐師医王寺

1 台 着水井

排水池

八幡市第２分水点

表面散乱形濁度計（島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ） BT140 1 台 取水

木津川市第２分水点

精華町第１分水点

精華町第２分水点

京田辺市第１分水点

京田辺市第２分水点

無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 2 台 薪中継ポンプ場
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【資料１４】 

 

 

 

 

【資料１４】 

 

  

住所 機器名（メーカー） 型番 使用箇所 備考

取水設備

　　京都市西京区嵐山元禄町

府営水道事務所　乙訓浄水場 表面散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ４００Ｇ 3 台 原水、沈殿(中間)、沈殿後

　　京都市西京区御陵大原１１－６ 高感度透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ７００Ｈ 1 台 1系ろ過水濁度計

高感度透過散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ８００Ｄ 1 台 2系ろ過水濁度計

ｐＨ計（横河電機） ＰＨ８ＥＦＰ 3 台 原水、薬注後、送水

有試薬残留塩素計(結合塩素対策型）（横河電機） ＲＣ４００Ｇ 3 台 薬注後、沈殿後、未ろ過

無試薬残留塩素計(結合塩素対策型)(横河電機） ＦＣ８００D 2 台 ろ過後、後塩後

無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ８００D 1 台 送水

濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台 送水

アルカリ度計（横河電機） ＡＬ４００Ｇ 2 台 原水、薬注後

塩素要求量計（東亜ディーケーケー）

（砂ろ過装置ＦＳ－３付き）

向日市物集女第１配水池内　分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　向日市物集女町 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

向日市上植野浄水場内　分水点 無試薬残留塩素計(結合塩素対策型)(横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　向日市上植野町久我田 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

長岡京市第１分水点 無試薬残留塩素計(結合塩素対策型)(横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　長岡京市開田 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

長岡京市第２分水点 無試薬残留塩素計(結合塩素対策型)(横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　長岡京市天神 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

大山崎町夏目新第２浄水場内分水点 無試薬残留塩素計（横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　乙訓郡大山崎町円明寺夏目 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

大山崎町第２分水点 無試薬残留塩素計(結合塩素対策型)(横河電機） ＦＣ４００Ｇ 1 台

　　乙訓郡大山崎町円明寺仏生田 濁色度計（横河電機） ＣＺ４０２Ｇ 1 台

合計 31 台

「水質計器点検箇所一覧表」 京都府営水道乙訓浄水場管轄

対象台数

表面散乱形濁度計（横河電機） ＴＢ４００Ｇ 1 台 取水

ＣＬD-７M 1 台 原水

向日市第１分水点

向日市第２分水点

長岡京市第１分水点

長岡京市第２分水点

大山崎第１分水点

大山崎第２分水点

住所 使用箇所 備考

府営水道事務所　久御山広域ポンプ場

　　久御山町野村 地内

12 項目
※対象は１台当たり残塩(結合塩素対策
型）、濁色度、ｐＨ　（３項目×４台）

「水質計器点検箇所一覧表」 京都府営水道久御山広域ポンプ場管轄

機器名（メーカー）/型番 対象台数

機器名：自動水質監視装置（横河電機）
1 台 配水池

型　番：WM1000G-AAAA-AAN-NN-ND-6/PSL/Z

合計

機器名：自動水質監視装置（横河電機）
3 台 宇治系、木津系、乙訓系

型　番：WM400-S2-NN-TD-6-A/PSL
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１５ 水位計点検業務 

 

１ 目的 

３浄水場及び久御山広域ポンプ場の自動監視・制御及び水運用に係る水位計等の精度

を維持し、浄水処理設備の信頼性を確保する。 

 

２ 業務内容 

本業務の内容は以下のとおりとする。 

なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検対象）   

本業務の点検対象機器は以下のとおりとし、その詳細は資料１５－１「水位計委託箇

所一覧」のとおりとする。 

 

 

 宇治浄水場 木津浄水場 乙訓浄水場 久御山広域ポンプ場 

(1)投込圧力式水位計 ２７台    ５台 ２５台  ２台 

(2)差圧式水位計 １４台 １５台   8 台  ２台 

(3)超音波式液位計 ２台  ２台    ２台  

(4)圧力式圧力計 ２台  ２台    １台      ８台 

(5)超音波式濃度計       １台    １台  

(6)汚泥界面計 ２台  ２台    １台  

合 計 ４７台 ２７台 ３８台 １２台 

 

（点検内容） 

  本業務の内容は次のとおりとし、設置場所、製造元、型式は、資料１５－２「施工箇所

住所一覧」と資料１５－１「水位計委託箇所一覧」に示すとおりである。 

（１）投込圧力式水位計 

   ① 配線・接続部 

    ア 配線の断・短絡のないこと 

    イ 端子部等接続部の緩み、腐食、配線貫通部などに異常のないこと 

   ② 発信器・中継箱等 

    ア 機能に影響を及ぼす腐食、汚損、破損、異物の付着のないこと 

イ 差動トランスの抵抗測定 

   ③ 変換器 

   ア 塗装の顕著なはく離、機能に影響を及ぼす腐食がなく、蓋が確実に閉まるこ      

    と 

   イ ゼロ点調整（水位がゼロに等しい圧力が入力されたとき出力が０％であるこ  

と） 

   ウ スパン調整（フルスケールに等しい圧力が入力されたとき出力が１００％で 

あること） 

    エ 較正（直線性を確認し、出力が実測値と一致しない場合には、較正を再度実施 

すること） 
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   ④ その他 

    ア 各部位の清掃 

    イ 下居配水池（宇治市）の水位計の確認 

       川鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ（ＪＦＥｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ）型式：ＳＬ－１３０Ｂ／ＪＢ－４３３ 

Ｓ／ＰＳＢ－１３０Ａ 

 

（２）差圧式水位計 

   ① 配線・接続部 

    ア 配線の断・短絡のないこと 

    イ 端子部等接続部の緩み、腐食、配線貫通部などに異常のないこと 

   ② 導圧管、弁類 

    ア 詰まり、漏れのないこと 

    イ 弁の開閉動作が滑らかで完全閉止が可能であること 

    ウ 配管の勾配が正常であること 

    エ 空気溜まりのないこと（適当な量・時間のドレンを実施すること） 

   ③ 発信器・変換器 

    ア 塗装の顕著なはく離、機能に影響を及ぼす腐食がなく、蓋が確実に閉まるこ  

     と 

    イ ゼロ点調整（水位がゼロに等しい差圧が入力されたとき出力が０％であるこ  

と） 

    ウ スパン調整（フルスケールに等しい差圧が入力されたとき出力が１００％で 

あること） 

    エ 較正（直線性を確認し、出力が実測値と一致しない場合には、較正を再度実施 

すること） 

   ④ その他 

    ア 各部位の清掃 

 

（３）超音波式液位計 

   ① 配線・接続部 

    ア 配線の断・短絡のないこと 

    イ 端子部等接続部の緩み、腐食、配線貫通部などに異常のないこと 

   ② 発信器・中継箱等 

    ア 腐食、汚損、破損、異物の付着が無く、測定部・送受信器の傘などに異常のな 

いこと 

   ③ 変換器 

    ア 塗装の顕著なはく離、機能に影響を及ぼす腐食がなく、蓋が確実に閉まるこ 

     と 

    イ ゼロ点調整（水位がゼロに等しい信号・反射波が入力されたとき出力が０％ 

であること） 

    ウ スパン調整（フルスケールに等しい信号・反射波が入力されたとき出力が 

１００％であること） 

    エ 較正（直線性を確認し、出力が実測値と一致しない場合には、較正を再度実施 

すること） 

   ④ その他 

    ア 各部位の清掃 

    イ 広角指示計表示値と水位計測定値の確認 

 

（４）圧力式圧力計 

   ① 配線・接続部 
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    ア 配線の断・短絡のないこと 

    イ 端子部等接続部の緩み、腐食、配線貫通部などに異常のないこと 

   ② 導圧管、弁類 

    ア 詰まり、漏れのないこと 

    イ 弁の開閉動作が滑らかで完全閉止が可能であること 

    ウ 配管の勾配が正常であること 

    エ 空気溜まりのないこと（適当な量・時間のドレンを実施すること） 

   ③ 発信器・変換器 

    ア 塗装の顕著なはく離、機能に影響を及ぼす腐食がなく、蓋が確実に閉まるこ 

     と 

    イ ゼロ点調整（計器ゼロに等しい圧力が入力されたとき出力が０％であること） 

    ウ スパン調整（計器フルスケールに等しい圧力が入力されたとき出力が１００ 

％であること） 

    エ 較正（直線性を確認し、出力が実測値と一致しない場合には、較正を再度実施 

すること） 

   ④ その他 

    ア 各部位の清掃 

 

（５）汚泥濃度計 

   ①検出部開放点検及び清掃 

   ②電源電圧測定 

   ③電流・電圧出力ゼロ・スパン校正 

   ④濃度指示値の校正（汚泥サンプル５検体の全蒸発残留物を計量し、これを用いて 

校正を行う） 

   ⑤濃度信号出力の測定 

   ⑥点検及び校正後の総合動作確認 

⑦各モード（手動・自動）での動作確認 

⑧パラメータ設定の確認 

   ⑨その他必要な点検 

   ⑩機器及び周辺・機器内の清掃 

 

（６）汚泥界面計 

   ①センサー及びケーブルの点検清掃 

②電源電圧測定 

   ③フォトマクロセンサの上限・下限設定信号電流の測定 

   ④検出器のギャップ測定 

   ⑤電流・電圧出力ゼロ・スパン校正（濃度・深度） 

   ⑥界面指示値の校正（汚泥サンプル５検体の全蒸発残留物を計量し、これを用いて 

校正を行う） 

   ⑦各モード（手動・界面追従）での動作確認 

   ⑧その他必要な点検 

   ⑨機器及び周辺・機器内の清掃 

 

（７）絶縁抵抗測定 

測定は 50~250Vの通常印加電圧の直近上位とし､所定の絶縁抵抗値以上であること。 

（但し、測定不可能な水位計は未実施個所として理由を付した上で列記すること） 
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３ 電子納品の実施 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対

象業務委託であり、成果品の納品を国土交通省土木設計業務等の電子納品要領等、京都

府電子納品実施マニュアル(案)（令和４年３月）及び京都府電子納品ガイドライン(案)

（令和４年３月）に基づき実施しなければならない。 

 

４ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

５ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１５－１】 
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【資料１５－１】 
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【資料１５－２】 
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１６ 電磁流量計点検業務 

 

１ 目的 

宇治・木津・乙訓の３浄水場及び久御山広域ポンプ場等の水量管理に係わる電磁流量計

等の精度維持を図ることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検対象） 

  本業務の点検対象機器は、資料１６「流量計一覧表」のとおりとする。 

 

（点検内容） 

  本業務の点検内容は、次のとおりとする。 

(1) 電磁流量計（挿入式を含む。）の点検調整項目 

ア 信号ケーブル、励磁回路の絶縁抵抗測定 

  イ 検出器電極間の抵抗測定 

  ウ 変換器のゼロ、スパン調整 

エ 模擬入力に対する出力電流の測定 

  オ 外観等チェック 

  カ その他必要な点検   

(2) 上記以外の流量計点検調整項目 

  ア 指示計のゼロ、スパン調整、積算計の表示の調整 

  イ 模擬入力に対する指示値の測定 

  ウ 外観等チェック 

  エ その他必要な点検 

 

３ 電子納品の実施 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対

象業務委託であり、成果品の納品を国土交通省土木設計業務等の電子納品要領等、京都

府電子納品実施マニュアル(案)（令和４年３月）及び京都府電子納品ガイドライン(案)

（令和４年３月）に基づき実施しなければならない。 

 

４ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

５ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１６】 
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１７ 電動門扉点検業務 

 

１ 目的 

京都府営水道事務所宇治浄水場の正門及び南門、木津浄水場の正門、乙訓浄水場の正門

及び南門並びに久御山広域ポンプ場の正門の保守点検及び整備を行い、電動門扉の機能を

維持する。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検時期等） 

本業務の実施時期等は以下のとおりとする。 

１回目：５月、２回目：８月、３回目：１１月、４回目：翌２月 

ただし、点検実施時期については、監督職員が、他工事・業務委託等との施工調整にお

いて本業務の実施時期を変更する必要があると判断した場合は、これに応じるものとす

る。 

 

（点検対象） 

  本業務の点検対象は以下のとおりとする。 

①  宇治浄水場 

・正門・南門 北陽電機㈱ GL-D/R-6B 型 2 台 

②  木津浄水場 

・正門 ナブコドア㈱ NSR-4 型 ラックギヤ駆動装置 1 台 

③  乙訓浄水場 

・正門 ナブコドア㈱ NSR-4-D 型 門扉駆動装置 1 台 

・南門 ナブコドア㈱ NSR-4-D 型 門扉駆動装置 1 台 

④  久御山広域ポンプ場 

・正門 新生精機㈱ ユニットライン A4 型 電動式+袖門扉 BSA4 型 1 台 

 

（点検内容） 

  本業務の点検内容は、以下のとおりとする 

（１） 宇治浄水場の正門及び南門、木津浄水場の正門、乙訓浄水場の正門及び南門、久御山

広域ポンプ場の正門の年４回の定期保守点検を実施する。定期保守点検は次の項目につ

いて行う。 

ア  ドアエンジン装置各部の点検及び調整 

イ  ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整 

ウ  ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整 

エ  オイル洩れの有無点検及び調整 

オ  オイル不足、潤滑油不足の有無の点検及び補充 

カ  ドアに当たりがないか、擦れていないかの点検整備 

キ  消耗度の著しい部品(門扉本体の戸車を含む)はないかの点検 
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ク  点検整備に要する消耗部品(ヒューズ、オイル等)の費用は受注者の負担とする。 

ケ  その他の点検及び調整 

（２） 前号によらない部品の取替調整等が必要となった場合は、別途協議を行うものとす

る。 

 

３ 結果報告 

 受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出するこ  

と。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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１８ 赤外線センサー設備点検業務 

 

１ 目的 

宇治浄水場、木津浄水場及び乙訓浄水場に危機管理の一環として設置されている赤外線

センサー設備が適正に精度を維持し、外部からの侵入者の監視が十分行えるよう点検し、

機能維持を図る。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検時期等） 

本業務の実施時期等は以下のとおりとする。ただし、他工事・業務委託等との施工調整  

において本業務の実施時期を変更する必要があると判断した場合は、これに応じるものと 

する。 

（１）点検業務期間 

・各年度４月１日 ～ 各年度末の３月３１日限り 

（２）点検実施時期 

各年度上半期を目安とする。 

ただし、この点検時期でなくとも業務期間内に本装置に障害等が発生した場合に

は、受注者は監督職員と障害対応（内容、時期）について協議した上で対応するもの

とする。 

 

（点検対象） 

  本業務の点検対象機器は、資料１８「点検対象機器一覧表」のとおりとする。 

 

（点検場所） 

  本業務の点検場所は、以下のとおりとする。 

（１）宇治浄水場 宇治市宇治下居 地内 

（２）木津浄水場 木津川市吐師医王寺 地内 

（３）乙訓浄水場 京都市西京区御陵大原 地内 

 

（点検内容） 

本業務の点検内容は、以下のとおりとする。 

（１）自立型赤外線センサー 両側・片側・３方向監視（屋外カバー組込形） 

 ①外観点検 

     ・設置状況及び機器の点検 

    ②単体試験 

     ・警報出力の動作確認 

     ・受光レベルの測定確認 

     ・センサー設定確認 

     ・電源電圧の確認 

 



別紙６ 
 

 - 141 - 

（２）防犯用赤外線センサー盤（主・副） 

    ①外観点検 

     ・設置状況及び機器状態の点検 

    ②単体試験 

     ・電源電圧の計測確認 

    ③システム試験 

     ・センサー発報による照光式押釦スイッチ、グラフィックパネルの表示確認 

     ・警報ブザー、リセット釦の動作確認 

     ・停電ブザーの鳴動、停止釦の動作確認 

     ・全リセット釦の動作確認 

     ・停電補償時間の動作確認 

 

３ 結果報告 

  受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出するこ  

と。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

なお、点検の結果、劣化・破損等が判明し、装置の運用に支障を来すおそれがあると判  

断される場合は、直ちに監督職員と協議し、その指示に従うこと。 

 

４ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手  

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１８】 
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１９ 脱水ケーキ溶出試験業務 

 

１ 目的 

産業廃棄物として搬出する３浄水場の汚泥(脱水機ケーキ)について、溶出試験を行い、

埋め立て処分可能な汚泥であることを、収集運搬事業者・中間処理（再利用）事業者に証

するため実施する。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内（年度末）に実施） 

 

（実施時期等） 

毎年２月以降に採集・分析することとし、提示できる期限を考慮し、出来るだけ年度末

に結果書を作成するものとして、実施時期は監督職員と協議すること。 

 

（試験対象） 

下記のとおり４か所の試料とする。 

試料は、各浄水場の原料河川水から沈殿分離・濃縮・脱水した汚泥（ケーキ）とする。 

（１）宇治浄水場：宇治市宇治下居６４ 

  ・脱水機の脱水汚泥（ケーキ） 

（２）木津浄水場：木津川市吐師医王寺 

  ・脱水機の脱水汚泥（ケーキ） 

  ・隣接ヤードの浄水場ケーキの粉砕・混練製品 

（３）乙訓浄水場：京都市西京区御陵大原１１－６ 

  ・脱水機の脱水汚泥（ケーキ） 

 

（試験内容） 

本業務の分析項目は資料１９－１、分析方法は資料１９－２、定量下限及び数値の記載

方法は資料１９－３のとおりとする。 

 

３ 提出書類 

本業務では、仕様書「４ 専門点検業務」で定める提出書類のほか、以下の書類等を提

出するものとする。 

（１）分析完了報告書         ２部（計量値の速報） 

（２）計量証明書           ３部 

 

４ 結果報告 

 受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

（１）分析結果は、各回の分析終了後速やかに計量証明書（日本工業規格 A4 版）として３

部提出するものとする。ただし、基準を超える値、あるいはその他異常な値を検出した

ときは、直ちに甲にその旨報告するものとする。 
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（２）報告書の内容については、次の構成とすること。ただし、⑤～⑦の添付を省略するこ

とができる。 

  ①結果及び考察等の要約又は総括 

  ②分析結果（計量証明書等） 

  ③分析方法、定量限界及び数値の記載方法一覧 

  ④分析結果と各種基準等との比較並びに考察 

  ⑤試料採取地点略図 

  ⑥分析時に記録されたチャート紙や使用した検量線等の写しであって、分析条件などを 

記録したもの 

  ⑦試料採取現場状況（安全対策等の状況を含む）写真 

（３）各分析が完了した場合、次のものを添付した分析完了報告書を速やかに２部提出する 

こと。 

  ①分析結果一覧表及び総括（汚泥が特別管理産業廃棄物にあたらないかの明示） 

（４）数値の取扱い方法 

  分析に係る数値の取り扱いは、資料１９－３によるものとする。 

 

５ 注意事項 

本業務の遂行にあたり、次の事項に留意しなければならない。 

（１）本特記仕様書に示す公定分析方法等により難い場合、または同等以上の方法をもって

分析する測定法を採用しようとするときは、予め監督職員と協議すること。 

（２）分析結果等に係る監督職員からの照会、要請等については、誠意を持って対応するこ

と。 

（３）分析結果等については、京都府の同意無く第三者に対し公開してはならない。 

 

６ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手  

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 
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【資料１９－１】 

◎溶出試験 ◎含有量試験

試　　料　　名 脱水ケーキ 試　　料　　名 脱水ケーキ

調　査　回　数 各１回／年 　　　　　調査回数 各１回／年

　　　　　　　　　　 溶出条件 　

 分析項目  分析項目

　カドミウム又はその化合物 ○ 　熱灼減量 ○

　シアン化合物 ○ 　含水率 ○

　有機りん化合物 ○ 　全クロム ○

　鉛又はその化合物 ○ 　フッ素 ○

　六価クロム化合物 ○ 　ひ素 ○

　ひ素又はその化合物 ○ 　全水銀 ○

　水銀又はその化合物 ○ 　マンガン ○

　アルキル水銀化合物 ○ 　ダイオキシン類 ○

　ＰＣＢ ○ 項目数計 8

　トリクロロエチレン ○

　テトラクロロエチレン ○

　ジクロロメタン ○

　四塩化炭素 ○

　1,2-ジクロロエタン ○

　1,1-ジクロロエチレン ○

　シス-1,2-ジクロロエチレン ○

　1,1,1-トリクロロエタン ○

　1,1,2-トリクロロエタン ○

　1,3-ジクロロプロペン ○

　1,4-ジオキサン ○

　チウラム ○

　シマジン ○

　チオベンカルブ ○

　ベンゼン ○

　セレン又はその化合物 ○

　五酸化りん ○

項目数計 26

脱水ケーキ等有害物質分析業務　分析項目等一覧表

ｐH６
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【資料１９－２】 

◎溶出試験
分　　析　　項　　目 分　　　　析　　　　方　　　　法

　カドミウム又はその化合物 　JIS K0102.55

　シアン化合物 　JIS K0102.38(38.1.1を除く)

　有機りん化合物 　告示第64号付表１

　鉛又はその化合物 　JIS K0102.54

　六価クロム化合物 　JIS K0102.65.2

　ひ素又はその化合物 　JIS K0102.61.2，61.3，61.4

　水銀又はその化合物 　告示第59号付表１

　アルキル水銀化合物 　告示第59号付表２及び告示第64号付表３

　ＰＣＢ 　JIS K0093又は告示第59号付表３

　トリクロロエチレン

　テトラクロロエチレン

　ジクロロメタン

　四塩化炭素

　1,2-ジクロロエタン 　JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

　1,1-ジクロロエチレン

　シス-1,2-ジクロロエチレン

　1,1,1-トリクロロエタン

　1,1,2-トリクロロエタン

　1,3-ジクロロプロペン

　1,4-ジオキサン 　告示第59号付表７

　チウラム 　告示第59号付表４

　シマジン

　チオベンカルブ

　ベンゼン 　JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.2

　セレン又はその化合物 　JIS K0102. 67.2，67.3，67.4

　五酸化りん 　JIS K0102.46.3

※試料の取扱い、前処理等については、昭和48年2月17日環境庁告示第13号［産業廃棄物に含まれる金属　
　等の検定方法］及びJIS等に依るものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎含有量試験
分　　析　　項　　目 分　　　　析　　　　方　　　　法

　熱灼減量 　昭和52年11月４日環整第95号厚生省水道環境部長通知(いわゆる強熱減量)

　含水率 　下水　２.４.６　又は相当以上の確度を持つ検定法

　全クロム 　底質調査方法（標準）　又は相当以上の確度を持つ検定法

　フッ素 　底質調査方法（標準）　又は相当以上の確度を持つ検定法

　ひ素 　底質調査方法（標準）　又は相当以上の確度を持つ検定法

　全水銀 　底質調査方法（標準）　又は相当以上の確度を持つ検定法

　マンガン 　底質調査方法（標準）　又は相当以上の確度を持つ検定法

　ダイオキシン類 　平成４年７月３日厚生省告示第192号　又は相当以上の確度を持つ検定法

注：分析方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。
　　「下水」…下水試験方法(1997)

脱水ケーキ等有害物質分析業務　分析方法一覧表

　告示第59号付表５第１又は第２
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◎溶出試験　（特別管理産業廃棄物に該当しないことを証する基準とします。）

単位 定量下限 有効数字 報告最小位 基準値(参考)

　カドミウム又はその化合物 mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０９ 以下

　シアン化合物 mg/ℓ 0.1 ２桁 小数点以下１位
　 １ 以下

　有機りん化合物 mg/ℓ 0.1 ２桁 小数点以下１位
　 １ 以下

　鉛又はその化合物 mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．３ 以下

　六価クロム化合物 mg/ℓ 0.05 ２桁 小数点以下２位
　 １．５ 以下

　ひ素又はその化合物 mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．３ 以下

　水銀又はその化合物 mg/ℓ 0.0005 ２桁 小数点以下４位
　 ０．００５ 以下

　アルキル水銀化合物 mg/ℓ 0.0005 ２桁 小数点以下４位
検出されないこと

　ＰＣＢ mg/ℓ 0.0005 ２桁 小数点以下４位
　 ０．００３ 以下

　トリクロロエチレン mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．１ 以下

　テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．１ 以下

　ジクロロメタン mg/ℓ 0.02 ２桁 小数点以下２位
　 ０．２ 以下

　四塩化炭素 mg/ℓ 0.002 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０２ 以下

　1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０４ 以下

　1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.02 ２桁 小数点以下２位
　 １ 以下

　シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04 ２桁 小数点以下２位
　 ０．４ 以下

　1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 0.03 ２桁 小数点以下２位
　 ３ 以下

　1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０６ 以下

　1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０２ 以下

　1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.05 ２桁 小数点以下２位
　 ０．５ 以下

　チウラム mg/ℓ 0.006 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０６ 以下

　シマジン mg/ℓ 0.003 ２桁 小数点以下３位
　 ０．０３ 以下

　チオベンカルブ mg/ℓ 0.02 ２桁 小数点以下２位
　 ０．２ 以下

　ベンゼン mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．１ 以下

　セレン又はその化合物 mg/ℓ 0.01 ２桁 小数点以下２位
　 ０．３ 以下

　五酸化りん (P2O5) mg/ℓ 5 ２桁 整数１位

◎含有量試験　（土壌汚染対策法の基準に合致することを証する基準とします。）

単位 定量下限 有効数字 報告最小位

　熱灼減量 ％ 0.1 ３桁 小数点以下１位

　含水率 ％ 0.1 ３桁 小数点以下１位

　クロム mg/kg 10 ３桁 整数１位

　フッ素 mg/kg 5 ３桁 整数１位

　ひ素 mg/kg 0.5 ３桁 小数点以下１位

　全水銀 mg/kg 0.01 ３桁 小数点以下２位

　マンガン (MnO) mg/kg 0.5 ３桁 整数１位

　ダイオキシン類 ng-TEQ/g － ２桁 小数点以下７位 　 ３．０ 以下

成分含有量に係る分析結果は、乾性重量当たり及び湿性重量当たりで記載のこと
※：(　　）内の酸化物としての計算値も併せて記載すること

脱水ケーキ等有害物質分析業務　数値の取扱い方法

分　　析　　項　　目

分　　析　　項　　目　
※

【資料１９－３】 
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２０ 主要ポンプ設備診断業務 

 

１ 目的 

宇治浄水場、木津浄水場、乙訓浄水場及び久御山広域ポンプ場に設置されているポンプ

設備の劣化程度を定量的に把握し、修繕計画の立案等、今後の設備の維持管理に活用する

ために診断を行う。 

 

２ 業務内容 

本業務の内容は以下のとおりとする。 

なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度）   

令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（点検時期等） 

複数台同時作業はできず、また、切替えにあたり時間を要するため、浄水処理、水運用、

その他工事の支障とならないよう、監督職員と協議の上で決定すること。 

 

（対象機器） 

本業務の対象機器及び設置場所は以下のとおりである。 

詳細は、資料２０「ポンプ診断一覧」のとおりとする。  

(1) 宇治浄水場 

導水ポンプ 1 台 両吸込渦巻き 口径 700 mm 110 kW 

中間ポンプ 3 台 両吸込渦巻き 口径 500 mm 170 kW 

(2) 木津浄水場 

揚水ポンプ 3 台 両吸込渦巻き 口径 400 mm 160 kW 

(3) 木津浄水場導水ポンプ所 

導水ポンプ 3 台 両吸込渦巻き 口径 350 mm 160 kW 

(4) 乙訓浄水場 

導水ポンプ 3 台 両吸込渦巻き 口径 350 mm 355 kW 

(5) 久御山広域ポンプ場 

大機ポンプ 2 台 両吸込渦巻き 口径 350 mm 450 kW 

小機ポンプ 3 台 両吸込渦巻き 口径 300 mm 132 kW 

 

（診断内容） 

本業務の内容は、ポンプの振動及び電動機絶縁に関する測定を実施し、そのデータから、   

過去(平成 17 年～令和６年度)の診断結果データを参考として、主要ポンプ設備の劣化程度

を定量的に把握するものである。 

なお、業務の履行にあたって必要な資料は受注者の申請により貸与するが、破損、紛失

等がないように適切に管理し、作業完了後は速やかに返却すること。 

さらに、ポンプ全体の機能を維持するため、振動・絶縁測定のみでは把握できない点に

ついても、機器の主観的見地から受注者の専門的知見を発揮し、その劣化程度及び修繕等

の必要性について報告すること。 

また、振動診断の実施にあたっては、測定結果や判定の精度を確保するため、下記の資
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格を有する者を充てること。 

(1) 測定 

ｱ ISO18436-2 に準拠した機械状態監視診断技術者（振動）カテゴリⅠ以上 

ｲ 上記と同等の資格、技量を有する者 

(2) 測定結果の判定、総括及び考察 

ｱ ISO18436-2 に準拠した機械状態監視診断技術者（振動）カテゴリⅡ以上 

  

＜振動診断＞ 

本診断は、振動速度及び加速度値を計測し機器の劣化状況について、定量的に診断し判

定を行うものである。 

対象機器は資料２０「ポンプ診断一覧」に示す機器について実施する。 

(1) 振動測定 

振動速度及び加速度の測定点は、基本的には以下のとおりとし、機器の仕様、設置

状況及び運転条件等を確認し監督職員と協議の上、実施すること。 

※測定点は、マーキング等で明示すると共に管理 No.を付し、継続的に測定及び管

理ができるようにすること。また必要により監督職員と協議の上、変更することがで

きる。 

・ ポンプ及び電動機の軸受      振動速度(水平、垂直、軸方向)4 箇所 12 点 

・                  加速度(垂直)       4 箇所   4 点 

・ ケーシング部           加速度          4 箇所   4 点 

・ 電動機ヨーク部          振動速度         1 箇所   1 点 

・ フライホイールの軸受       振動速度(水平、垂直、軸方向)2 箇所  6 点 

乙訓浄水場及び久御山広域ポンプ場 加速度(垂直)       2 箇所   2 点 

・ その他必要な箇所 

(2) 測定データの管理、解析 

・  定量的測定及び判定  

判定基準は、 ISO 規格に準じることとするが、ポンプ・電動機設備の仕様、運

転条件等などを確認し、測定値との関係を勘案の後、監督職員と協議の上で決定

すること。  

なお、 ISO 規格に基準値のない振動加速度の判定基準値は、予め設定根拠を明

確にし、監督職員と協議の上で決定すること。  

・  相互判定  

設置時及び過去のデータとの比較や、同仕様機器間での比較を行い、検討の上

で判定すること。  

・  傾向判定  

将来にわたって時系列的な管理が行えるよう、測定データをマイクロソフト・

エクセルでデータベース化し、データの推移をグラフ化すること。  

(3) 周波数解析 

解析は主に周波数分析を中心に行うが、必要に応じ次数比分析等、他の解析手法も

併用して原因の追及を行うこと。 

・周波数解析のセンサーは、ポンプ・電動機から発生する固有周波数を把握し、各

々の目的に沿った周波数特性のものを選択すること。 

・ケーシング部の測定に対しては、キャビテーションの有無を確認するため、広範

囲の周波数特性の物を使用すること。 

・回転周波数以外に、高調波成分並びにポンプの脈動による振動成分等の数値
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(fo,1/2fo,2fo,3fo)を解析すること。 また、電源の影響による振動や、流体の脈

動による振動についても解析すること。 

・加速度は、生波形及び包括処理を施した周波数解析を行うこと。 また、軸受は、

基準周波数に対し異常周波数の有無を解析すること。 

・回転信号を把握し、振動波形との同期性を確認すること。 

(4) 結果判定 

    解析結果等を基にポンプ及び電動機の運転状態を勘案し、技術的な検討を加えて総

合的に判定すること。  

 

＜絶縁簡易診断＞ 

本診断の対象機器は、資料２０「ポンプ診断一覧」のとおりとする。 

(1) 絶縁測定 

測定は、基本的に電動機の端子から電動機単体の測定をすること。 また、測定後

の復旧は、誤接続することのないよう確実に端子の接続および絶縁処理を行うこと。 

測定はポンプの冷間に行うこととし、運転温度・測定時温度による絶縁物の吸湿

特性を加味した診断を行うこと。 

(2) 測定項目 

絶縁簡易診断の測定項目は、以下のとおりとする。 

また、本診断における印加電圧等は、監督職員と協議の上で実施すること。 

・ 絶縁抵抗測定 (各巻線大地間の絶縁抵抗の測定) 

・ 直流電流試験 (漏れ電流及びその時間的変化を測定) 

・ 誘電正接試験 (簡易測定装置による tanδの測定) 

・ 部分放電試験 (簡易測定装置による最大部分放電電荷量 Qmax の測定) 

(3) 測定データの管理・解析 

・絶対値判定 

判定基準値は、ポンプ・電動機設備の仕様、運転条件等などを確認して測定値

との関係を勘案し、予め基準値の設定根拠を明確にした上で決定すること。 

・相互判定 

設置時及び過去のデータとの比較や、同仕様機器間での比較を行い、検討の上

で判定すること。 

・傾向判定 

将来にわたって時系列的な管理が行えるよう、測定データをマイクロソフト・

エクセルでデータベース化し、データの推移をグラフ化すること。 

 

＜絶縁精密診断＞ 

対象機器は、資料２０「ポンプ診断一覧」のとおりとする。  

(1) 絶縁測定  

絶縁簡易診断の項目に同じ。ただし、部分放電試験を加味した診断を行うこと。  

(2) 測定項目  

絶縁精密診断の測定項目は、以下のとおりとする。  

また、本診断における印加電圧等は、監督職員と協議の上で実施すること。  

・絶縁抵抗測定  (各巻線大地間の絶縁抵抗の測定 ) 

・直流電流試験  (漏れ電流及びその時間的変化を測定 ) 

・交流電流試験  (電流－電圧特性より電流急増点を測定 ) 

・誘電正接試験  (tanδ、Δ tanδ及び対地静電容量 Co の測定 ) 
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・部分放電試験  (部分放電電荷量 Qmax 及び放電特性の測定 ) 

(3) 測定データの管理・解析  

・絶対値判定  

判定基準値は、ポンプ・電動機設備の仕様、運転条件等などを確認して測定値

との関係を勘案し、予め基準値の設定根拠を明確にした上で決定すること。  

・相互判定  

設置時及び過去のデータとの比較や、同仕様機器間での比較を行い、検討の上

で判定すること。  

・傾向判定  

将来にわたって時系列的な管理が行えるよう、測定データをマイクロソフト・

エクセルでデータベース化し、データの推移をグラフ化すること。  

 

＜その他の確認項目＞ 

診断時には、以下の項目について記録するとともに、技術的な検討を加えて総合的に判

定すること。 

(1) ポンプ運転状況  

(2) ポンプ吸込・吐出圧力  

(3) 弁開度  

(4) 軸受温度  

(5) 電動機の電流及び電圧  

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

なお、業務結果報告書については、特に以下の項目に留意して診断結果等をまとめて提

出すること。 

(1) 判定結果総括 

ポンプ各々に振動診断及び絶縁診断のデータを基に解析を行い、基準値との比較

や発注者が提供する過去のデータを含めた、測定データの時系列的な変化等を総合

的かつ技術的な視点で劣化状態を評価するとともに、推定原因の考察や劣化度順位

を明記する等、今後の修繕計画に活用できるよう分かり易くまとめること。 

(2) 振動診断考察 

簡易診断及び精密診断の解析結果を基にポンプ及び電動機の仕様、運転条件等を

考慮して、ポンプ及び電動機の劣化状態について考察すること。 

(3) 絶縁診断考察 

簡易診断及び精密診断の解析結果を基にポンプ及び電動機の仕様、運転条件等を

考慮して、電動機の劣化状態について考察すること。 

(4) ポンプ診断総括 

過去の診断結果と今回の診断結果を取りまとめて考察を行い、ポンプ毎に劣化傾

向の判断や適切な診断内容など、今後の診断計画について根拠となるデータととも

に分かり易くまとめること。 

また、測定データの時系列的な変化については修繕記録等の情報を記載し診断結

果に反映させること。 

(5) 測定データのデータベース化 

測定したデータは、これまで発注者が蓄積してきた情報を含めた測定データの時
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系列的な変化や、相互の比較の結果が容易に判定できるようにグラフ化して分析し

報告すること。 

また、将来に渡って時系列的な管理が行えるようデータベース化を図ること。 

 

４ 電子納品の実施 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対象

業務委託であり、成果品の納品を国土交通省土木設計業務等の電子納品要領等、京都府電

子納品実施マニュアル(案)（令和４年３月）及び京都府電子納品ガイドライン(案)（令和

４年３月）に基づき実施しなければならない。 

 

５ 注意事項 

本業務の遂行にあたって使用する機器は、測定データを将来にわたって継続して蓄積す

るとともに、時系列的な管理をするため、トレーサビリティを確保した計測器を使用する

こと。 

なお、測定器の製造者及び型番、製造番号等で特定できるよう、一覧表を作成して業務

完了時に提出すること。 

 

６ 疑義 

 本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 

 

 

【資料２０】 
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２１ 電話設備保守点検業務 

 

１ 目的 

電話設備保守点検業務委託を行い、電話設備の機能を維持し、安定した浄水処理を行う。 

 

２ 業務内容 

  本業務の内容は以下のとおりとする。 

  なお、本業務は、仕様書第１０条第１項の規定の適用を除外するものとする。 

 

（実施年度） 

  令和７年度、令和８年度、令和９年度（各年度内に実施） 

 

（対象機器） 

本業務の対象機器は以下のとおりである。 

＜宇治浄水場＞ 宇治市宇治下居地内 

（１）情報交換装置      ＩＰＰａｔｈｆｉｎｄｅｒＳ １台 

  （２）多機能電話機      ２１台 

 （３）一般電話機       ３６台 

＜木津浄水場＞ 木津川市吐師医王寺地内 

（１）主装置         ＥＳ２００ｉ・ｆｏｒｃｅ（ＥＳ２５０） １台 

  （２）多機能電話機      １２台 

  （３）一般電話機       ２９台 

  （４）ターミナルアダプター   ３台 

＜乙訓浄水場＞ 京都市西京区御陵大原地内 

（１）主装置         ＰＯＰＵＲＥ－３００ＥＸ １台 

  （２）電話機         ２８台 

 

（点検内容） 

  本業務の点検内容は、次のとおりである。 

（１）定期点検   

①月１回点検（毎年度４月から３月まで） 

   ・外観目視点検 

   ・装置架及び各部の緩みの有無の点検 

   ・装置架及び各部の汚損、損傷、腐食等の有無の点検 

   ・固定金具、固定ボルト等の緩みの有無の点検 

    ・エアフィルターの汚れ、目詰まり等による冷却通風の可否の点検 

   ・各部品、プリント基板、配線等の汚損、損傷、過熱、変色等の有無の点検 

   ・付属機器等点検 

   ・ＭＤＦ等の各端子の取付け状態の確認 

 

   ②半年点検（年２回想定）（毎月点検に付加して行う） 

    ・機能点検 

・ファンの入力電圧、センサー動作及び回転状況が正常であることの確認を行う。

（目視点検） 



別紙６ 
 

 - 154 - 

・可聴信号試験は、電話機より各種機能接続を行い、各種可聴信号の確認を行う。

（時報・天気予報等の聴音でも良い） 

・局線トランク試験は、次のとおり 

・全局線（専用線を含む）の発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認 

・全局線（専用線は除外）の着信接続を行い、応答の確認を行う。 

・ページング試験（放送機能試験）は、内線電話機より特番をダイヤルし、ページ

ングトランクの捕捉及び呼出音声の状態の確認を行う。（乙訓浄水場のみ） 

・付属機器等点検 

・一般電話機の試験は試験内線より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の

確認。また、試験内線への着信接続を行い着信音、鳴動及び応答の確認を行う。 

・多機能電話機及びボタン電話機の試験は次のとおり 

・試験電話機より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認。また、試験

多機能内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答への確認を行う。 

・試験電話機でファンクションキー、ダイヤルキーの操作状態及び各機能の試験を

行い、機能表示の確認を行う。 

 

③年１回点検（年１回想定）（毎月点検に付加して行う） 

・電源装置点検 

・電源部（整流装置）の充電状態の確認（ランプの目視で可とする。） 

・蓄電池の損傷、漏液、汚損等の有無の点検、またバッテリーの電圧の確認を行う。 

・交換機内部電源にテストポイントを有する場合には、電圧の確認を行う。 

・設置環境点検 

・交換機室の温度、湿度が規定の範囲内であることの確認を行う。（体感で良い） 

 

（２）緊急事故発生時   

監督職員の要請により適宜速やかに保守管理すること 

   （部品等を要する場合は可能な範囲に限り、その費用は発注者の負担とする。） 

 

３ 結果報告 

受注者は本業務終了後、速やかに業務結果報告書を作成し、監督職員に提出すること。 

また、当日点検作業等の結果を記した「作業日報」を監督職員に提出すること。 

 

４ 経費負担 

 （１）保守用物品は受注者の負担とする。 

 （２）保守用物品以外の物品又は特別な修理を行う場合は府の負担とする。 

 

５ 疑義 

本仕様書に定めない事項は、監督職員の指示を受けるものとする。また、本業務の着手

において疑義が生じた時は監督職員と協議し、その指示に従うものとする。  
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内線番号 内線番号 内線番号

所長 中央監視室 発生器室

 （２F) （２F)

事務次長 水質試験室 操作盤室

 （２F) （１F)

技術次長 電気室 ポンプ室

 （１F) （B１F)

総務企画課① 導水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟１F 水質計器室

 （１F)

総務企画課② 導水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟２F 配管室Ｏ３計前

 （１F)

総務企画課③ 導水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟地下 観察管廊

 （２F)

施設管理課長 沈殿池５号管廊 書類置場

 （３F)

施設管理課① 沈殿池３・４号管廊 GAC機械室

 （３F)

施設管理課② 沈殿池３・４号地上 電気室

 （２F)

施設管理課③ W式ろ過池 入口操作室

 （１F)

施設管理課④ 旧Gろ過池・地下 流出管室

 （B２F)

施設管理課⑤ 旧Gろ過池・ﾎﾟﾝﾌﾟ室 水質計器室

 （２F)

所長 新Gろ過池 流入弁室

 （２F)

広域浄水センター① 排水ポンプ室 接合井切替弁

 （B1F)

広域浄水センター② 排泥ポンプ 資料室（旧:電算室）

 （１F)

広域浄水センター③ 脱水機棟・中央 職員休養室

 （２F) （２F)

広域浄水センター④ 脱水機棟１F 女子更衣室

 （１F) （１F)

広域浄水センター⑤ 送水ポンプ棟 大会議室（窓側）

 （２F)

中央監視室 薬注棟 自家発棟

（２F) （２F)

電気棟 小会議室

（１F)

男子更衣室入口

（１F)

内線番号

運転管理業務受託者

（２F)

70

京
都
府
営
水
道
事
務
所

40

宇
治
浄
水
場

管
理
棟

２０・２1

オ
ゾ
ン
棟

67 75

43
導
水
P
棟

65 73

46 66 74

69

41 24 71

42 25 72

76

沈
殿
池

60 79

45 61

活
性
炭
棟

90

48 62 91

44

ろ
過
池

56 92

47 57 93

49 58

広
域
浄
水
セ
ン
タ
ー

32 59 95

33 排
水
処
理

63 99

34 64

35 脱
水
機
棟

50

30・31 53

委託
事務室

23

94

78

26

場　所

管
理
棟
そ
の
他

68

77

27・２８

京都府営水道事務所、広域浄水センター、宇治浄水場及び委託事務室
内線番号一覧表

場　所 場　所 場　所

宇
治
浄
水
場

（２F)

55

52

29

計装室
38 54

36 51

37

そ
の
他

：多機能電話機

【凡例】

【資料２１】 



別紙６ 
 

 - 156 - 
 

内線番号 内線番号

第１試験室

ガスマス室

水質センター① 第２試験室

水質センター② 生物細菌試験室

事務室① 水質計器室

事務室② 休憩室

事務室③ 資料室

事務室④

休憩室

【凡例】

中央管理室 ：管理棟2階ピックアップグループ（多機能電話機）

メンテ事務室 ：管理棟1階ピックアップグループ（多機能電話機）

内線番号 内線番号

薬注室 ろ過池（操作室/１階）

電気室 ろ過池（機械室/地階）

発電機室 揚水ポンプ棟（１階）

次亜塩室 揚水ポンプ棟（地階）

PAC移送ポンプ室 排水池（地階）

着水井現場操作盤 排泥ピット

沈殿池管廊（地下CC 横/１号池） 着水流量計室

沈殿池中央入口（地上/２－３号池間） 排泥池（電気室/１階）

沈殿池管廊（地下CC 横/２－３号池間） 脱水機棟（管理操作室/２階）

沈殿池管廊（地下/２－３号池間） 脱水機棟（脱水機室/１階）

脱水機棟（ポンプ機械室/地階）

場
外

取水棟 ９０
場
外

送水弁室（高置浄水池） ９１

７２

５５

５７ ６７

５６ ６６

５１ ６１

５２ ６２

５３ ６３

木
津
浄
水
場

木津浄水場管理棟、場内及び場外　内線電話番号一覧表

場　所 場　所

場　所 場　所

場
　
内

場
　
内

木
津
浄
水
場
　
管
理
棟

５８ ７０

５９ ７１

５４ ６４

６５

３４

３８

３７

５０ ６０

２
階

木
津
浄
水
場

３１

１
階

木
津
浄
水
場

３６

３２ ３９

３５

３３ ４０

２
階

水
質
管
理
セ
ン
タ
ー

所長
２８

１
階

水
質
管
理
セ
ン
タ
ー

２４

所長補佐
２１ ２５

２２ ２６

２３ ２７

【資料２１】 
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内線番号 内線番号

場長室 水質計器室

事務室① 水質試験室

事務室② 書庫

事務室③ 直流電源室

事務室④ 車庫

ロビー 電気室

会議室 　 　

宿直室

中央管理室

機材倉庫

休養室

内線番号 内線番号

導水ポンプ室 ろ過池上屋

インクライン ろ過池１階

薬品注入室 浄水池上屋

１号沈殿池管廊 排水処理地下１階

２号沈殿池管廊 排水処理地下２階

沈殿池機械室 脱水機棟２階

自家発棟 脱水機棟１階
４３

３１ ４０

３２ ４１

３３ ４２

３４

４４ ３５

３６ ３７

乙訓浄水場管理棟及び場内　内線番号一覧表

１３ ２５

１４ ２６

２１

１１ ２２

１２ ２３

乙
訓
浄
水
場
　
管
理
棟

場　所

２７

１６

１７

１８・１９

乙
訓
浄
水
場

場　所

場　所 場　所

場
　
内

場
　
内

１
　
階

１０

地
　
階

　

３９

３０

１５

２４

【資料２１】 


